
令和６年度監査テーマ：指定管理者制度に関する事務の執行及び対象施設の管理運営について

指摘・意見の数           指摘２７（うち措置済み２０、措置中０、措置予定５、検討中０、不措置２）　　意見５８（うち措置済み２３、措置中０、措置予定１５、検討中１９、不措置１）

担当課別の措置状況　（※１つの指摘・意見が複数の課等にまたがる場合があるため，上記 「指摘・意見の数」 とは一致しない。）

措置済み 措置中 措置予定 検討中 不措置 措置済み 措置中 措置予定 検討中 不措置

45 39 4 2 183 53 1 89 38 2

防災対策推進課 【１　東部防災館】 5 4 1 15 4 9 2

法制監察課 1 1

人事課 2 2 22 17 4 1

交流拠点戦略課 【２　あすたむらんど】 6 6 18 3 15

多文化共生・人権課 【３　人権教育啓発推進センター】 3 2 1 20 3 1 15 1

男女参画・青少年課 【４　青少年センター】 4 3 1 18 3 15

障がい福祉課 【５　障がい者交流センター等】 6 6 19 5 14

林業振興課 【６　木のおもちゃ美術館】 6 4 2 16 3 13

水環境整備課 【７　旧吉野川流域下水道】 4 4 17 5 12

経営企画課 【８　藍場町地下・松茂駐車場】 3 3 20 3 16 1

生涯学習課 【９　牟岐少年自然の家】 6 5 1 17 6 4 7

8 6 1 1 9 5 2 2

防災対策推進課 【１　東部防災館】 4 2 1 1

交流拠点戦略課 【２　あすたむらんど】 2 1 1 1 1

男女参画・青少年課 【４　青少年センター】 2 2 1 1

障がい福祉課 【５　障がい者交流センター等】 1 1

林業振興課 【６　木のおもちゃ美術館】 1 1 1 1

水環境整備課 【７　旧吉野川流域下水道】 2 2 1 1

経営企画課 【８　藍場町地下・松茂駐車場】 1 1

53 45 5 3 192 58 1 91 40 2

100% 84.9% 9.4% 5.7% 100% 30.2% 0.5% 47.4% 20.8% 1.1%

（参考）

令和７年１０月３日公表分

指摘・意見の数

構成比

第4章　複数の対象施設に共通する事項

第5章　個別の対象施設について

合計（※）

指摘２７（うち措置済み１６、措置中１、措置予定８、検討中０、不措置２）　　意見５８（うち措置済み１８、措置中３、措置予定１６、検討中２０、不措置１）

措 置 状 況 総 括 表
令和８年５月２９日公表分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　措置状況
　担当課等

指　　　　　摘 意　　　　　見



 

措 置 状 況 一 覧 表 
 

令和６年度 監査テーマ：指定管理者制度に関する事務の執行及び対象施設の管理運営について 

【制度所管課】 

Ⅰ 複数の対象施設に共通する事項に対する監査の結果・意見 

報告書 

ページ 
項 目  指 摘 及 び 意 見  講 じ た 措 置 等  措置状況  

 
指定管理の対象施設について 

 

46-47 
 
対 象 施 設 の 組
み 合 わ せ に つ
いて 

 指定管理の対象施設の組み合わせは、従前の
管理状況にとらわれることなく、管理の合理性
等を客観的に検討して決定すべきである。した
がって、指定管理の対象施設の組み合わせは、
施設所管課のみで判断するのではなく、全庁的
な第三者委員会等で定期的に再検討するように
すべきである。 
【制度所管課】（意見２） 

対象施設の組み合わせについて、全庁的な第三
者委員会等で定期的に再検討する仕組みを構築
し、令和８年度から運用する予定である。 

（人事課） 

措置予定 

 

 

49-50 
 
指 定 管 理 者 制
度 を 継 続 さ せ
る こ と の 是 非
について 

 公の施設について、指定管理者制度を継続す
るか、直営等他の管理方法とするかについて、
全庁的な第三者委員会等で定期的に再検討する
ようにすべきである。 
【制度所管課】（意見４） 

施設の管理方法について、全庁的な第三者委員
会等で定期的に再検討する仕組みを構築し、令和
８年度から運用する予定である。 

措置予定 

 

（人事課） 

 モニタリングについて 
 

96 
 
県 に よ る モ ニ
タ リ ン グ の 体
制について 

 制度所管課において、十分なモニタリングの
実施に向け、外部の専門家の活用も含め体制整
備を検討すべきである。 
【制度所管課】（意見 36）  

モニタリングのあり方を含めた制度運用全体
に係る客観的なチェック体制を構築し、令和８年
度から運用する予定である。 

措置予定 

 

（人事課） 

97 
 
モ ニ タ リ ン グ  制度所管課において、指定管理者のみならず 施設 所管課が施設利用者等の意見を直接把握 措置済み 



 

と し て の 利 用
者 等 の 意 見 把
握について 

施設所管課自身が指定管理施設の利用者等の意
見 を 直 接 把 握 で き る 仕 組 み も 検 討 す べ き で あ
る。 
【制度所管課】（意見 37）  

できる仕組みとして、令和７年 12 月に各指定管
理施設の担当窓口を明示したホームページを作
成し、公表した。 

 

（人事課） 

 その他について 
 

103 
 
指 定 管 理 者 制
度 の 制 度 所 管
体制について 

 制度所管課においては、指定管理者制度全般
の検討、評価を担う専門的知見を持つ外部委員
を含めた第三者委員会等の常置について積極的
に検討されたい。 
【制度所管課】（意見 42）  

第三者組織等の設置を含めた制度全体に係る
客観的なチェック体制を構築し、令和８年度から
運用する予定である。 

措置予定 

 

（人事課） 

 

【施設名：東部防災館（対象施設１）】  

 Ⅰ  複数の対象施設に共通する事項に対する監査の結果・意見 

報告書 

ページ 
項 目  指 摘 及 び 意 見  講 じ た 措 置 等  措置状況  

 
指定管理者の募集について 

   

54-55 
 
募 集 時 に お け
る 情 報 公 開 に
ついて 

 指定管理者の募集に当たっては、その資料と
し て 当 該 施 設 の 収 支 状 況 や 利用 状 況 の 詳 細 を
把握し、これを公開するべきである。また、施
設 管 理 に お い て 業 務 の 一 部 を第 三 者 へ 委 託 し
ている場合、委託している業務の内容や費用の
詳細についても公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見７） 

 東部防災館は、新設施設であったため、収支状
況や利用状況等の実績はなかった。 
 令和 14 年度の次回指定管理者募集時は、指摘
を踏まえた資料を公表する。 

措置予定 

 

（防災対策推進課） 

55-56 
  

  指定管理者の募集に当たっては、募集要項や
要求水準書の添付資料についても、すべて県の
ホームページ上で公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見８） 

 令和 14 年度の次回指定管理者募集時は、添付
資料も含め公開する。 

措置予定 

 

（防災対策推進課） 

56-57 
 
募 集 期 間 に つ
いて 

 指定管理者の募集期間について、２か月程度
との指針は最低限の期間であり、可能な限り長
期の募集期間を設定するべきである。 

 令和 14 年度の次回指定管理者募集時は、「指
定管理者制度に係る運用マニュアル」を参照し、
適切な募集期間を設定する。 

措置予定 
 



 

【対象施設：全】（意見９） （防災対策推進課） 

57 
  

 東部防災館の指定管理者の募集に当たり、新
規募集であり、また、10 年の指定期間でありな
がら、２か月に満たない募集期間を設定したこ
とは著しく不適当である。 
【対象施設：１】（指摘１） 

 令和 14 年度の次回指定管理者募集時は、「指
定管理者制度に係る運用マニュアル」を参照し、
適切な募集期間を設定する。 

措置予定 

 

（防災対策推進課） 

57 
 
現 地 説 明 会 に
ついて 

  指 定 管 理 者 の 募 集 期 間 中 に 実 施 さ れ る 現 地
説明会については、申請者の拡大や利便性向上
の 観 点 か ら 相 当 な 間 隔 を あ けて 日 程 を 複 数 回
設けることが望ましい。 
【対象施設：１、３、４】（意見 10）  

 令和 14 年度の次回指定管理者募集時は、現地
説明会について日程を複数回設け、申請者の拡大
や利便性向上につなげる。 

措置予定 

 

（防災対策推進課） 

58-59 
 
東 部 防 災 館 の
指 定 管 理 者 募
集 経 過 に つ い
て 

  東 部 防 災 館 の 指 定 管 理 者 の 募 集 以 前 に 実 施
された民間提案募集は、募集期間が短期間であ
る こ と や 民 間 提 案 が 採 用 さ れた 事 業 者 を 指 定
管 理 者 の 選 定 に 当 た り 適 切 な加 点 割 合 や 加 点
の 基 準 を 十 分 に 検 討 す る こ とな く 加 点 を 行 っ
たといった点が不適当であり、また、実質的に
は 指 定 管 理 者 の 募 集 と 異 な らな い た め 不 必 要
で あ っ た 。 仮 に 民 間 提 案 募 集を 行 う の で あ れ
ば、指定管理者制度に係る運用マニュアルに準
じ て 指 定 管 理 者 募 集 と 同 程 度の 十 分 な 情 報 公
開 や 募 集 期 間 を 設 定 し 多 数 の応 募 を 確 保 す る
工夫をした上、選定された事業者について指定
管 理 者 の 選 定 に 当 た り 加 点 をす る べ き で は な
い。 
【対象施設：１】（意見 11）  

 令和 14 年度の次回指定管理者募集時までに、
今回の民間提案募集のスキームや運営内容等に
ついて検証し、公の施設としての在り方を検討す
る。 

検討中 

 

（防災対策推進課） 

64-65 
 
応 募 書 類 に 含
ま れ る 収 支 計
画書について 

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書の費目は、その費目分類により実
績報告を指定管理者に行わせることを前提に、
指 定 管 理 業 務 の 実 態 を 踏 ま えて 重 要 性 の 高 い
ものをピックアップして設定するべきである。
施設所管課は、次回の募集時には、応募者に提
出 さ せ る 収 支 計 画 書 の 費 目 を以 上 の 観 点 か ら
見直すべきである。また、制度所管課は、その
旨を施設所管課に周知し、遵守させるべきであ

 令和 14 年度の次回指定管理者募集時は、「指
定管理者制度に係る運用マニュアル」を参照し、
指定管理業務の実態を踏まえた収支計画書の費
目分類となるよう見直しを行う。 

措置予定 

 

（防災対策推進課） 



 

る。  
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 14）  

65-66 
  

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書については、個別の収入・支出が
ど の 費 目 に 該 当 す る か が で きる 限 り 一 義 的 に
定まるよう、各費目について適切な説明を行う
べきである。施設所管課は、次回の募集時には、
応 募 者 に 提 出 さ せ る 収 支 計 画書 の 説 明 を 以 上
の観点から見直すべきである。また、制度所管
課は、その旨を施設所管課に周知し、遵守させ
るべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 15）  

 令和 14 年度の次回指定管理者募集時は、「指
定管理者制度に係る運用マニュアル」を参照し、
収支計画書の各費目について説明できるよう見
直しを行う。 

措置予定 

 

（防災対策推進課） 

 
 指定管理者の選定について 

  

68-70 
 
第 １ 回 選 定 委
員 会 の 開 催 時
期について 

 第１回選定委員会は、選定委員から募集要項
に つ い て 抜 本 的 な 修 正 な ど を求 め る 意 見 が 出
さ れ た 場 合 で あ っ て も そ れ を反 映 で き る だ け
の時間的余裕をもって開催すべきであり、特段
の事情のない限り、書面開催としたり意見反映
の 余 裕 の な い ス ケ ジ ュ ー ル で第 １ 回 選 定 委 員
会 を 開 催 し た り す べ き で は ない 。 制 度 所 管 課
は、第１回選定委員会の開催時期についても標
準 的 な ス ケ ジ ュ ー ル と し て 示す こ と も 検 討 の
上、その旨を施設所管課に周知し、遵守させる
べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 17）  

 令 14 年度の次回指定管理者募集時は、「指定
管理者制度に係る運用マニュアル」を参照し、時
間的余裕のあるスケジュールで第１回選定委員
会を開催する。 

措置予定 

 

（防災対策推進課） 

70-75 
 
審 査 基 準 に つ
いて 

  指 定 管 理 料 の 多 寡 に 関 す る 配 点 が 少 な く あ
る い は 指 定 管 理 料 の 多 寡 を 得点 に 換 算 す る 方
法が妥当ではないため、指定管理料の多寡が得
点 差 と し て 十 分 に 反 映 さ れ ない 審 査 基 準 と な
っている。配点及び指定管理料の多寡を得点に
換算する方法を改め、指定管理料の多寡が得点
差に十分に反映されるようにすべきである。制
度所管課は、審査基準において経済性に関する
項 目 の 配 点 を 適 切 に 確 保 し た上 で そ の 配 点 の
範 囲 内 で 指 定 管 理 料 の 多 寡 が得 点 差 に 十 分 に

 令和 14 年度の次回指定管理者募集時は、「指
定管理者制度に係る運用マニュアル」を参照し、
指定管理料の多寡が得点差に反映されるよう検
討する。 

措置予定 

 

（防災対策推進課） 



 

反 映 さ れ る よ う に す べ き で ある こ と や 収 支 内
容 の 適 正 さ や 実 現 可 能 性 な どに つ い て は 経 済
性 に 関 す る 項 目 以 外 の 項 目 で判 断 す べ き も の
であることを施設所管課に周知し、遵守させる
べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 18）  

75-76 
 
外 部 委 員 の 報
償について 

  選 定 委 員 会 の 外 部 委 員 に 支 払 う べ き 報 償 の
金額については、会議に出席する時間のみなら
ず 応 募 書 類 等 の 資 料 を 検 討 する た め に 要 し た
時間についても算定の基礎とすべきである。制
度所管課は、その旨を施設所管課に周知し、遵
守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 20）  

 令和 14 年度の次回指定管理者募集時は、「指
定管理者制度に係る運用マニュアル」をはじめ、
全庁的な方針に従う。 

検討中 

 

（防災対策推進課） 

 
協定の内容等について   

85 
 
修繕について  施 設 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す修 繕 に 該 当 す る

場合には事前の手続が必要とされるところ、ど
の よ う な 場 合 に 事 前 の 手 続 が必 要 と な る か が
不明確な対象施設があった。この点について明
確に判断できるよう、基本協定書等で適切に用
語を定義すべきである。 

【対象施設：１、２、３、４、５、６、８、９】 
（意見 26）  

 事前手続を要する「施設に重大な影響を及ぼす
修繕」について、施設に即した検討を行い、令和
14 年度の次回指定管理者募集時に基本協定書に
定義する。 

措置予定 

 

（防災対策推進課） 

 

 

 Ⅱ  個別の対象施設に対する監査の結果・意見 

報告書 

ページ 
項 目  指 摘 及 び 意 見  講 じ た 措 置 等  措置状況  

 
東部防災館について 

 

115-116 
 
指 定 期 間 に つ
いて 

 東防災館について、指定期間を例外的に 10
年としたことに合理的理由は見いだせない。 

【対象施設：１】（意見 50）  

 東部防災館は、指定管理者に一定の設備投資
（改修）を課す公募を行ったことから、指定管理
者の経営を安定させ、より質の高いサービスの提
供が行えるよう、「減価償却資産の耐用年数等に
関する省令」を参考に減価償却を考慮し、指定期
間を 10 年と設定した。 

検討中 

 

 



 

 今後の管理運営状況を踏まえ、令和 14 年度の
次回指定管理者募集時の指定期間を検討する。 

（防災対策推進課） 

116 
 
要 求 水 準 書 の
規定について 

  東部防災館での指定管理者の募集において、
条 例 改 正 を 要 す る 利 用 時 間 拡大 を 前 提 と し た
提案ができるかのような記載があったが、指定
管 理 者 の 募 集 に 当 た っ て は 不確 実 な 条 件 を 前
提とした提案をさせるべきではない。 
【対象施設：１】（意見 51）  

 令和 14 年度の次回指定管理者募集時では、現
在の利用時間を前提とした提案を受けることを
明記するなどの配慮を行う。 

措置予定 

 

（防災対策推進課） 

117 
 

 
施 設 の 運 営 実
態 に 応 じ た 指
定 管 理 料 の 変
更について 

  指定管理料を変更すべき事情が生じた場合、
影 響 を 受 け る 可 能 性 の あ る すべ て の 費 目 を 考
慮すべきである。 
【対象施設：１】（意見 52）  

 令和７年度開催した外部有識者による第三者
委員会において、すべての費目について検証・評
価し、必要な指定管理料の変更を行った。 

措置済み 

 

（防災対策推進課） 

117-118 
 
指 定 管 理 料 の
見 直 し に つ い
て 

 東部防災館について、基本協定書第 28 条第
２ 項 に 基 づ き 、 速 や か に 第 三者 委 員 会 を 設 置
し、管理運営内容の検証・評価を実施すべきで
ある。 
【対象施設：１】（意見 53）  

 令和７年度に外部有識者による第三者委員会
を設置し、適正な指定管理料を含む施設の管理運
営内容について検証・評価を実施した。 

措置済み 

 

（防災対策推進課） 

 

【施設名：あすたむらんど（対象施設２）】 

 Ⅰ  複数の対象施設に共通する事項に対する監査の結果・意見 

報告書 

ページ 
項 目  指 摘 及 び 意 見  講 じ た 措 置 等  措置状況  

 指定管理者の募集について 
 

54-55 
 
募 集 時 に お け
る 情 報 公 開 に
ついて 

 指定管理者の募集に当たっては、その資料と
し て 当 該 施 設 の 収 支 状 況 や 利用 状 況 の 詳 細 を
把握し、これを公開するべきである。また、施

現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 



 

設 管 理 に お い て 業 務 の 一 部 を第 三 者 へ 委 託 し
ている場合、委託している業務の内容や費用の
詳細についても公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見７） 

（交流拠点戦略課） 

55-56 
  

  指定管理者の募集に当たっては、募集要項や
要求水準書の添付資料についても、すべて県の
ホームページ上で公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見８） 

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 
（交流拠点戦略課） 

56-57 
 
募 集 期 間 に つ
いて 

 指定管理者の募集期間について、２か月程度
との指針は最低限の期間であり、可能な限り長
期の募集期間を設定するべきである。 
【対象施設：全】（意見９） 

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 
（交流拠点戦略課） 

62-64 
 
応 募 書 類 に 含
ま れ る 収 支 計
画書について 

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書では、応募者自身の利益となる額
を 考 慮 せ ず に 収 入 額 と 支 出 額を 一 致 さ せ る こ
と（すなわち収入額と支出額との差額である応
募者自身の利益となる額をゼロとすること）を
要求すべきではない。制度所管課は、その旨を
施設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 13）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（交流拠点戦略課） 

64-65 
  

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書の費目は、その費目分類により実
績報告を指定管理者に行わせることを前提に、
指 定 管 理 業 務 の 実 態 を 踏 ま えて 重 要 性 の 高 い
ものをピックアップして設定するべきである。
施設所管課は、次回の募集時には、応募者に提
出 さ せ る 収 支 計 画 書 の 費 目 を以 上 の 観 点 か ら
見直すべきである。また、制度所管課は、その
旨を施設所管課に周知し、遵守させるべきであ
る。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 14）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

 

 

（交流拠点戦略課） 



 

65-66 
  

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書については、個別の収入・支出が
ど の 費 目 に 該 当 す る か が で きる 限 り 一 義 的 に
定まるよう、各費目について適切な説明を行う
べきである。施設所管課は、次回の募集時には、
応 募 者 に 提 出 さ せ る 収 支 計 画書 の 説 明 を 以 上
の観点から見直すべきである。また、制度所管
課は、その旨を施設所管課に周知し、遵守させ
るべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 15）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（交流拠点戦略課） 

 指定管理者の選定について  

68-70 
 
第 １ 回 選 定 委
員 会 の 開 催 時
期について 

 第１回選定委員会は、選定委員から募集要項
に つ い て 抜 本 的 な 修 正 な ど を求 め る 意 見 が 出
さ れ た 場 合 で あ っ て も そ れ を反 映 で き る だ け
の時間的余裕をもって開催すべきであり、特段
の事情のない限り、書面開催としたり意見反映
の 余 裕 の な い ス ケ ジ ュ ー ル で第 １ 回 選 定 委 員
会 を 開 催 し た り す べ き で は ない 。 制 度 所 管 課
は、第１回選定委員会の開催時期についても標
準 的 な ス ケ ジ ュ ー ル と し て 示す こ と も 検 討 の
上、その旨を施設所管課に周知し、遵守させる
べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 17）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（交流拠点戦略課） 

70-75 
 
審 査 基 準 に つ
いて 

  指 定 管 理 料 の 多 寡 に 関 す る 配 点 が 少 な く あ
る い は 指 定 管 理 料 の 多 寡 を 得点 に 換 算 す る 方
法が妥当ではないため、指定管理料の多寡が得
点 差 と し て 十 分 に 反 映 さ れ ない 審 査 基 準 と な
っている。配点及び指定管理料の多寡を得点に
換算する方法を改め、指定管理料の多寡が得点
差に十分に反映されるようにすべきである。制
度所管課は、審査基準において経済性に関する
項 目 の 配 点 を 適 切 に 確 保 し た上 で そ の 配 点 の
範 囲 内 で 指 定 管 理 料 の 多 寡 が得 点 差 に 十 分 に
反 映 さ れ る よ う に す べ き で ある こ と や 収 支 内
容 の 適 正 さ や 実 現 可 能 性 な どに つ い て は 経 済
性 に 関 す る 項 目 以 外 の 項 目 で判 断 す べ き も の

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

（交流拠点戦略課） 

 

検討中 

 

 



 

であることを施設所管課に周知し、遵守させる
べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 18）  

75-76 
 
外部委員の報
償について 

  選 定 委 員 会 の 外 部 委 員 に 支 払 う べ き 報 償 の
金額については、会議に出席する時間のみなら
ず 応 募 書 類 等 の 資 料 を 検 討 する た め に 要 し た
時間についても算定の基礎とすべきである。制
度所管課は、その旨を施設所管課に周知し、遵
守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 20）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（交流拠点戦略課） 

 
協定の内容等について   

77-78 
 
報 奨 金 ・ ペ ナ
ル テ ィ 等 の 設
定について 

 報 奨 金 は 対 象 施 設 を 想 定 より も 上 回 る 成 績
で運営したことに対する報奨であり、ペナルテ
ィ は 想 定 よ り も 下 回 る 運 営 とな っ た こ と に 対
して与えられるものである。そして、その想定
には一定の幅があっても良いのであるから、そ
れ ぞ れ が 発 生 す る 数 値 基 準 を一 致 さ せ る 必 要
性はない。報奨金制度を採用する施設において
は、次回の指定管理者の募集の際には、報奨金
の 基 準 と な る 数 値 を ペ ナ ル ティ の 基 準 と な る
数 値 よ り も 高 い 基 準 に 設 定 する こ と な ど を 含
めて検討を行い、報奨金発生の基準が不当に低
くならないようにすべきである。 
【対象施設：２、６】（意見 21）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（交流拠点戦略課） 

81-83 
 
収 支 実 績 の 報
告について 

 一部の対象施設では、年度終了時に、指定管
理 者 募 集 の 際 の 収 支 計 画 書 と同 様 の 費 目 分 類
による実績報告が行われていない。実績報告の
な い 収 支 計 画 は 検 証 が で き ない こ と に と ど ま
らず、実績を意識しない収支計画の策定を誘発
しかねない。指定管理者に対して年度終了時の
実 績 報 告 と し て 指 定 管 理 者 募集 の 際 の 収 支 計
画 書 と 同 様 の 費 目 分 類 に よ って 行 う よ う 求 め
るべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、９】（指摘

 令和７年６月９日付け人第 1 9 0号の通知に よ
り、原則として、収支計画書と実績報告書等の費
目を統一するとともに、費用の内訳が分かりにく
いもの等、詳細な説明が必要な場合には、別途参
考資料の提供を求めることとした。 

措置済み 

 

（交流拠点戦略課） 



 

３）  

81-83 
  

 指定管理者に対しては、協定などの取り決め
により、年度終了時の指定管理者募集の際の収
支 計 画 書 と 同 様 の 費 目 分 類 によ り 収 支 の 実 績
を報告するよう求めるべきである。そして、そ
の 実 績 報 告 と 収 支 計 画 と を 照合 す る こ と に よ
る収支の適否のチェックも行うべきである。制
度所管課は、その旨を施設所管課に周知し、遵
守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 24）  

 令和７年６月９日付け人第 1 9 0号の通知に よ
り、原則として、収支計画書と実績報告書等の費
目を統一するとともに、費用の内訳が分かりにく
いもの等、詳細な説明が必要な場合には、別途参
考資料の提供を求めることとした。 

措置済み 

 

（交流拠点戦略課） 

83-84 
 
管 理 運 営 期 間
中 の 第 三 者 使
用について 

  一 定 の 金 額 を 超 え る 第 三 者 使 用 に お け る 相
手先業者の選定については、原則として入札や
相見積りを行うなど競争を付すものとし、１者
随 意 契 約 を 行 う 際 に は 業 者 選定 理 由 を 示 す べ
き こ と を 基 本 協 定 書 で 定 め るよ う に す る こ と
が望ましい。制度所管課は、第三者使用におけ
る相手先業者の選定のルールを検討し、施設所
管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 25）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（交流拠点戦略課） 

85 
 
修繕について  施 設 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す修 繕 に 該 当 す る

場合には事前の手続が必要とされるところ、ど
の よ う な 場 合 に 事 前 の 手 続 が必 要 と な る か が
不明確な対象施設があった。この点について明
確に判断できるよう、基本協定書等で適切に用
語を定義すべきである。 
【対象施設：１、２、３、４、５、６、８、９】 
（意見 26）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（交流拠点戦略課） 

87-88 
  

 あすたむらんどの修繕費について、年間２，
５ ０ ０ 万 円 を 超 え る 場 合 に 県と 指 定 管 理 者 の
ど ち ら が 負 担 す る の か 必 ず しも 明 ら か で は な
い。疑義が生じないように基本協定書の規定を
改めるべきである。 
【対象施設：２】（意見 29）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（交流拠点戦略課） 



 

 情報公開について  

99 
 
選 定 結 果 の 公
表 に 当 た り 公
表 さ れ る 議 事
概要について 

 選 定 結 果 と と も に 公 開 さ れる 議 事 概 要 に つ
いては、選定委員会における議論の状況、選定
に 至 る 経 過 や 選 定 委 員 の 意 見な ど が 把 握 で き
る程度の情報を記載すべきである。 
【対象施設：１、２、３、５、８】（意見 39） 

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（交流拠点戦略課） 

101 
 
選 定 結 果 の 公
表 に 当 た り 添
付 さ れ る 資 料
について 

 選 定 結 果 の 公 表 に 当 た り 次回 募 集 時 ま で 公
開する情報としては、募集時の募集要項や要求
水準書の本文のみならず、添付資料についても
すべて公開を継続すべきである。 
【対象施設：全】（意見 40）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（交流拠点戦略課） 

 

 Ⅱ  個別の対象施設に対する監査の結果・意見 

報告書 

ページ 
項 目  指 摘 及 び 意 見  講 じ た 措 置 等  措置状況  

 あすたむらんどについて  

119 
 
指 定 管 理 者 の
募 集 、 審 査 に
関 す る 記 録 の
保管について 

 あすたむらんどについて、今回の監査に際し
て 施 設 所 管 課 は 指 定 管 理 者 募集 時 の 申 請 書 類
を発見することができなかったが、そのような
書類管理はあまりにもずさんである。また、選
定委員会の採点表は、事後的な検証が可能とな
るよう、原本を保管すべきである。 
【対象施設：２】（指摘 20）  

 書類管理には細心の注意を払うとともに、選定
委員会の採点表は、事後的な検証が可能となるよ
う、必ず原本を保管することとしている。 

措置予定 

 

（交流拠点戦略課） 

119-120 
 
募 集 時 の 添 付
資 料 と 説 明 に
ついて 

 指定管理者の募集に当たっては、既存の指定
管 理 者 と そ の 他 の 者 と の 間 に大 き な 情 報 格 差
があることを考慮し、応募者間の公平性を害す
る こ と の な い よ う 十 分 な 情 報開 示 や 説 明 が な
されるべきである。 
【対象施設：２】 （意見 54）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（交流拠点戦略課） 

 



 

【施設名：人権教育啓発推進センター（対象施設３）】  

 Ⅰ  複数の対象施設に共通する事項に対する監査の結果・意見 

報告書 

ページ 
項 目  指 摘 及 び 意 見  講 じ た 措 置 等  措置状況  

 
指定管理の対象施設について 

 

47-48 
 
施 設 管 理 の ウ
ェ イ ト が 小 さ
い 指 定 管 理 に
ついて 

  指定管理においては、基本的には施設の管理
をメインとすべきであり、施設の管理以外の部
分は適正な範囲にとどめるべきである。制度所
管課は、その旨を施設所管課に周知し、遵守さ
せるべきである。 
【対象施設：３】【制度所管課】（意見３） 

本施設は「徳島県立人権教育啓発推進センター
の設置及び管理に関する条例」により、人権教育
・啓発に関する事業を行うことを管理運営の核と
しているところ。本施設と同様に人権教育啓発事
業を実施し、かつ、指定管理として複合施設内に
入居している他県の施設を確認したところ、指定
管理料に占める維持管理費の割合は同程度であ
ったことから、本施設の業務範囲及び経費構成は
適正な範囲内であると判断し、現行の管理体制を
継続する。今後もモニタリング等を通じ、業務が
設置目的に沿って適正かつ効率的に執行されて
いるか、継続的に確認していく。 

不措置 

 

（多文化共生・人権課） 

 
指定管理者の募集について  

54-55 
 
募 集 時 に お け
る 情 報 公 開 に
ついて 

 指定管理者の募集に当たっては、その資料と
し て 当 該 施 設 の 収 支 状 況 や 利用 状 況 の 詳 細 を
把握し、これを公開するべきである。また、施
設 管 理 に お い て 業 務 の 一 部 を第 三 者 へ 委 託 し
ている場合、委託している業務の内容や費用の
詳細についても公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見７） 

 令和８年度の次回指定管理者募集時には、施設
の収支状況や利用状況および第三者への委託状
況の詳細について、公開することとする。 

措置予定 

 

（多文化共生・人権課） 

55-56 
  

  指定管理者の募集に当たっては、募集要項や
要求水準書の添付資料についても、すべて県の
ホームページ上で公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見８） 

 令和８年度の次回指定管理者募集時には、募集
要項、要求水準書に加え、添付資料についても県
ホームページ上で公開することとする。 

措置予定 

 

（多文化共生・人権課） 

56-57 
 
募 集 期 間 に つ  指定管理者の募集期間について、２か月程度  令和８年度の次回指定管理者募集時には、可能 措置予定 



 

いて  との指針は最低限の期間であり、可能な限り長
期の募集期間を設定するべきである。 
【対象施設：全】（意見９） 

な限り長期の募集期間を設定することとする。 
 

（多文化共生・人権課） 

57 
 
現 地 説 明 会 に
ついて 

  指 定 管 理 者 の 募 集 期 間 中 に 実 施 さ れ る 現 地
説明会については、申請者の拡大や利便性向上
の 観 点 か ら 相 当 な 間 隔 を あ けて 日 程 を 複 数 回
設けることが望ましい。 
【対象施設：１、３、４】（意見 10）  

 令和８年度の次回指定管理者の募集時には、現
地説明会を複数回開催することとし、日程間隔も
１週間以上あけることとする。 

措置予定 

 

（多文化共生・人権課） 

59-62 
 
過 年 度 の 決 算
状 況 の 開 示 に
ついて 

  指定管理者の募集の際に、応募予定者に開示
す る 過 年 度 の 決 算 と 応 募 者 に提 出 さ せ る 収 支
計画書とは、特段の事情のない限り、費目を一
致させるべきである。制度所管課は、その旨を
施設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：３、５、８】【制度所管課】（意
見 12）  

 令和８年度の次回指定管理者募集時には、参考
資料に記載していた過年度決算が、応募予定者に
提出させる収支計画書の費目と一致させて開示
することとする。 

措置予定 

 

（多文化共生・人権課） 

62-64 
 
応 募 書 類 に 含
ま れ る 収 支 計
画書について 

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書では、応募者自身の利益となる額
を 考 慮 せ ず に 収 入 額 と 支 出 額を 一 致 さ せ る こ
と（すなわち収入額と支出額との差額である応
募者自身の利益となる額をゼロとすること）を
要求すべきではない。制度所管課は、その旨を
施設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 13）  

収支計画書において、収入計と支出計が等しく
なるよう収支計画を作成させる旨の注意書きを
削除する。加えて、収支計画書提出時において、
収入と支出が一致せず、応募者に利益が生ずる場
合でも提出可とする旨を募集要項に明記するこ
ととする。 

措置予定 

 

（多文化共生・人権課） 

64-65 
  

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書の費目は、その費目分類により実
績報告を指定管理者に行わせることを前提に、
指 定 管 理 業 務 の 実 態 を 踏 ま えて 重 要 性 の 高 い
ものをピックアップして設定するべきである。
施設所管課は、次回の募集時には、応募者に提

 令和８年度の次回指定管理者募集時に提出さ
せる収支計画書の費目は、業務の実態を踏まえた
費目とすることとする。 

（多文化共生・人権課） 

措置予定 

 



 

出 さ せ る 収 支 計 画 書 の 費 目 を以 上 の 観 点 か ら
見直すべきである。また、制度所管課は、その
旨を施設所管課に周知し、遵守させるべきであ
る。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 14）  

 

65-66 
  

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書については、個別の収入・支出が
ど の 費 目 に 該 当 す る か が で きる 限 り 一 義 的 に
定まるよう、各費目について適切な説明を行う
べきである。施設所管課は、次回の募集時には、
応 募 者 に 提 出 さ せ る 収 支 計 画書 の 説 明 を 以 上
の観点から見直すべきである。また、制度所管
課は、その旨を施設所管課に周知し、遵守させ
るべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 15）  

 令和８年度の次回指定管理者募集時に提出さ
せる収支計画書について、業務の実態を踏まえた
費目を設け、個別の収入・支出がどの費目に該当
するか、適切に説明を行うこととする。 

措置予定 

 

（多文化共生・人権課） 

 
指定管理者の選定について  

68-70 
 
第 １ 回 選 定 委
員 会 の 開 催 時
期について 

 第１回選定委員会は、選定委員から募集要項
に つ い て 抜 本 的 な 修 正 な ど を求 め る 意 見 が 出
さ れ た 場 合 で あ っ て も そ れ を反 映 で き る だ け
の時間的余裕をもって開催すべきであり、特段
の事情のない限り、書面開催としたり意見反映
の 余 裕 の な い ス ケ ジ ュ ー ル で第 １ 回 選 定 委 員
会 を 開 催 し た り す べ き で は ない 。 制 度 所 管 課
は、第１回選定委員会の開催時期についても標
準 的 な ス ケ ジ ュ ー ル と し て 示す こ と も 検 討 の
上、その旨を施設所管課に周知し、遵守させる
べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 17）  

 令和８年度の次回指定管理者募集時において、
選定委員会は選定委員から出された意見を反映
できるよう、余裕をもったスケジュールを確保し
開催することとする。 

措置予定 

 

（多文化共生・人権課） 

70-75 
 
審 査 基 準 に つ
いて 

  指 定 管 理 料 の 多 寡 に 関 す る 配 点 が 少 な く あ
る い は 指 定 管 理 料 の 多 寡 を 得点 に 換 算 す る 方
法が妥当ではないため、指定管理料の多寡が得

令和８年度の次回指定管理者募集時において、
指定管理料の多寡が審査時の得点に十分反映す
るよう審査基準の見直しを行うこととする。 

措置予定 

 



 

点 差 と し て 十 分 に 反 映 さ れ ない 審 査 基 準 と な
っている。配点及び指定管理料の多寡を得点に
換算する方法を改め、指定管理料の多寡が得点
差に十分に反映されるようにすべきである。制
度所管課は、審査基準において経済性に関する
項 目 の 配 点 を 適 切 に 確 保 し た上 で そ の 配 点 の
範 囲 内 で 指 定 管 理 料 の 多 寡 が得 点 差 に 十 分 に
反 映 さ れ る よ う に す べ き で ある こ と や 収 支 内
容 の 適 正 さ や 実 現 可 能 性 な どに つ い て は 経 済
性 に 関 す る 項 目 以 外 の 項 目 で判 断 す べ き も の
であることを施設所管課に周知し、遵守させる
べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 18）  

（多文化共生・人権課） 

75-76 
 
外 部 委 員 の 報
償について 

  選 定 委 員 会 の 外 部 委 員 に 支 払 う べ き 報 償 の
金額については、会議に出席する時間のみなら
ず 応 募 書 類 等 の 資 料 を 検 討 する た め に 要 し た
時間についても算定の基礎とすべきである。制
度所管課は、その旨を施設所管課に周知し、遵
守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 20）  

 選定委員会の外部委員に支払う報償について、
応募書類等の内容検討に要した時間も算定基準
に含めることとする。 

措置中 

 

（多文化共生・人権課） 

 
協定の内容等について  

83-84 
 
管 理 運 営 期 間
中 の 第 三 者 使
用について 

  一 定 の 金 額 を 超 え る 第 三 者 使 用 に お け る 相
手先業者の選定については、原則として入札や
相見積りを行うなど競争を付すものとし、１者
随 意 契 約 を 行 う 際 に は 業 者 選定 理 由 を 示 す べ
き こ と を 基 本 協 定 書 で 定 め るよ う に す る こ と
が望ましい。制度所管課は、第三者使用におけ
る相手先業者の選定のルールを検討し、施設所
管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 25）  

 第三者使用における相手先業者選定の際、入札
や相見積もりを行うなど原則競争を付すものと
し、１者随意契約を行う際には、県に業者選定理
由を書面で示すことを基本協定書で定めること
とする。 

措置予定 

 

 

 

（多文化共生・人権課） 

85 
 
修繕について  施 設 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す修 繕 に 該 当 す る

場合には事前の手続が必要とされるところ、ど
の よ う な 場 合 に 事 前 の 手 続 が必 要 と な る か が
不明確な対象施設があった。この点について明

 事前の手続きが必要な修繕について、施設所管
課と指定管理業者双方が明確に判断できるよう、
基本協定書において用語の定義を行うこととす
る。 

措置予定 

 



 

確に判断できるよう、基本協定書等で適切に用
語を定義すべきである。 
【対象施設：１、２、３、４、５、６、８、９】 
（意見 26）  

（多文化共生・人権課） 

85-86 
  

 一 定 の 金 額 を 超 え る 修 繕 の実 施 に お け る 相
手先業者の選定については、原則として入札や
相見積りを行うなど競争を付すものとし、１者
随 意 契 約 を 行 う 際 に は 業 者 選定 理 由 を 示 す べ
き こ と を 基 本 協 定 書 で 定 め るよ う に す る こ と
が望ましい。制度所管課は、修繕を行う際の相
手先業者の選定のルールを検討し、施設所管課
に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：３、４、５、７、８】【制度所管
課】（意見 27）  

 指定管理者において修繕を行う場合、原則とし
て競争に付すものし、１者随意契約を行う際に
は、業者選定理由を示すよう、基本協定書で定め
ることとする。 

措置予定 

 

（多文化共生・人権課） 

 
情報公開について  

99 
 
選 定 結 果 の 公
表 に 当 た り 公
表 さ れ る 議 事
概要について 

 選 定 結 果 の 公 表 に 当 た っ ては 選 定 委 員 会 の
議事概要も公表すべきである。 
【対象施設：１、３、５】（指摘 12）  

 令和８年度の次回指定管理者選定結果公表時
には、選定委員会の議事概要を公表することとす
る。 

措置予定 

 
（多文化共生・人権課） 

99 
  

 選 定 結 果 と と も に 公 開 さ れる 議 事 概 要 に つ
いては、選定委員会における議論の状況、選定
に 至 る 経 過 や 選 定 委 員 の 意 見な ど が 把 握 で き
る程度の情報を記載すべきである。 
【対象施設：１、２、３、５、８】（意見 39） 

 令和８年度の次回指定管理者選定結果公表時
には、選定委員会における議論の状況、選定にい
たる経緯や選定委員の意見などが把握できるよ
う、議事概要に記載することとする。 

措置予定 

 

（多文化共生・人権課） 

101 
 
選 定 結 果 の 公
表 に 当 た り 添
付 さ れ る 資 料
について 

選 定 結 果 の 公 表 に 当 た り 次 回 募 集 時 ま で 公
開する情報としては、募集時の募集要項や要求
水準書の本文のみならず、添付資料についても
すべて公開を継続すべきである。 
【対象施設：全】（意見 40）  

 令和８年度の次回指定管理者募集時に公開す
る募集要項、要求水準書および参考資料について
は、次々回の指定管理者募集時まで公開を継続す
ることとする。 

措置予定 

 

（多文化共生・人権課） 

 

【施設名：青少年センター（対象施設４）】  
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ページ 
項 目  指 摘 及 び 意 見  講 じ た 措 置 等  措置状況  

 
指定管理者の募集について 

 

54-55 
 
募集時におけ
る情報公開に
ついて 

 指定管理者の募集に当たっては、その資料と
して当該施設の収支状況や利用状況の詳細を把
握し、これを公開するべきである。また、施設
管理において業務の一部を第三者へ委託してい
る場合、委託している業務の内容や費用の詳細
についても公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見７） 

 令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、収支状況や、利用状況の詳細、現指定管理者
において委託している業務の内容や費用の詳細
についても可能な限り公開する。 

措置予定 

 

（男女参画・青少年課） 

 

55-56 
  

  指定管理者の募集に当たっては、募集要項や
要求水準書の添付資料についても、すべて県の
ホームページ上で公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見８） 

 令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、募集要項や要求水準書の添付資料について
も、公開する。 

措置予定 

 

（男女参画・青少年課） 

56-57 
 
募集期間につ
いて 

 指定管理者の募集期間について、２か月程度
との指針は最低限の期間であり、可能な限り長
期の募集期間を設定するべきである。 
【対象施設：全】（意見９） 

令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、募集期間について、可能な限り長期の期間を
設定する。 

措置予定 

 

（男女参画・青少年課） 

57 
 
現地説明会に
ついて 

  指定管理者の募集期間中に実施される現地説
明会については、申請者の拡大や利便性向上の
観点から相当な間隔をあけて日程を複数回設け
ることが望ましい。 
【対象施設：１、３、４】（意見 10）  

令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、現地説明会について、相当な間隔を開けて日
程を複数回設ける。 

措置予定 

 

 （男女参画・青少年課） 

62-64 
 
応募書類に含
まれる収支計
画書について 

 指定管理者の募集の際に応募者に提出させる
収支計画書では、応募者自身の利益となる額を
考 慮 せ ず に 収 入 額 と 支 出 額 を 一 致 さ せ る こ と
（すなわち収入額と支出額との差額である応募
者自身の利益となる額をゼロとすること）を要
求すべきではない。制度所管課は、その旨を施
設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】

 令和７年６月９日付け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和９年度の次回指定管理者募集に当たり提
出を求める収支計画書については、必ずしも収入
額と支出額を一致させることを求めないことと
する。 

措置予定 

 

（男女参画・青少年課） 



 

【制度所管課】（意見 13）  

64-65 
  

 指定管理者の募集の際に応募者に提出させる
収支計画書の費目は、その費目分類により実績
報告を指定管理者に行わせることを前提に、指
定管理業務の実態を踏まえて重要性の高いもの
をピックアップして設定するべきである。施設
所管課は、次回の募集時には、応募者に提出さ
せる収支計画書の費目を以上の観点から見直す
べきである。また、制度所管課は、その旨を施
設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 14）  

 令和７年６月９日付け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、指定管理者の募集の際に応募者に提出させる
収支計画書の費目は、指定管理業務の実態を踏ま
えて重要性の高い費目分類とするよう見直しを
行うこととする。 

措置予定 

 

（男女参画・青少年課） 

65-66 
  

 指定管理者の募集の際に応募者に提出させる
収支計画書については、個別の収入・支出がど
の費目に該当するかができる限り一義的に定ま
るよう、各費目について適切な説明を行うべき
である。施設所管課は、次回の募集時には、応
募者に提出させる収支計画書の説明を以上の観
点から見直すべきである。また、制度所管課は、
その旨を施設所管課に周知し、遵守させるべき
である。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 15）  

 令和７年６月９日付け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、応募者に提出させる収支計画書の費目につい
て補足説明などにより、第三者の視点から検証比
較が可能となるよう配慮を行うこととする。 

措置予定 

 

（男女参画・青少年課） 

 指定管理者の選定について  

67-68 
 
外部委員の人
選について 

  外部委員の人選は、当該施設の管理運営に利
害関係がある者を選任しないようにするのはも
ちろんのこと、少なくとも同一部局が所管する
指定管理対象施設の管理運営に利害関係がある
者を選任しないようにすべきである。制度所管
課は、どの範囲の指定管理対象施設の管理運営
に利害関係がある者を選任しないようにすべき
であるかを検討し、外部委員の人選において利
害関係者に該当することを理由として選任を避
けるべき者の範囲に関する方針を改めた上、施
設所管課に周知して遵守させるべきである。 
【対象施設：４】【制度所管課】（意見 16）  

  令和７ 年６月９日 付け人第 1 9 0号の通知に よ
り、選定委員会における外部委員の人選に当たっ
ては、当該施設の利害関係者はもとより、当該選
定委員会の利害関係者等、県全体の選定手続きの
公正さに疑義が生じる可能性がある者は選定し
ない。 

措置予定 

 

（男女参画・青少年課） 



 

68-70 
 
第１回選定委
員会の開催時
期について 

 第１回選定委員会は、選定委員から募集要項
について抜本的な修正などを求める意見が出さ
れた場合であってもそれを反映できるだけの時
間的余裕をもって開催すべきであり、特段の事
情のない限り、書面開催としたり意見反映の余
裕のないスケジュールで第１回選定委員会を開
催したりすべきではない。制度所管課は、第１
回選定委員会の開催時期についても標準的なス
ケジュールとして示すことも検討の上、その旨
を施設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 17）  

 令和７年６月９日付け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和９年度の次回指定管理者募集に当たり開
催する選定委員会は、選定委員から出された意見
を反映できるよう、原則として第１回選定委員会
の開催から募集要項の公表まで２週間程度の期
間を設けることとする。 

措置予定 

 

（男女参画・青少年課） 

70-75 
 
審査基準につ
いて 

  指定管理料の多寡に関する配点が少なくある
いは指定管理料の多寡を得点に換算する方法が
妥当ではないため、指定管理料の多寡が得点差
として十分に反映されない審査基準となってい
る。配点及び指定管理料の多寡を得点に換算す
る方法を改め、指定管理料の多寡が得点差に十
分に反映されるようにすべきである。制度所管
課は、審査基準において経済性に関する項目の
配点を適切に確保した上でその配点の範囲内で
指定管理料の多寡が得点差に十分に反映される
ようにすべきであることや収支内容の適正さや
実現可能性などについては経済性に関する項目
以外の項目で判断すべきものであることを施設
所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 18）  

 令和７年６月９日付け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和９年度の次回指定管理者募集時の審査基
準の設定に当たっては、指定管理料の多寡につい
て配点として適正かつ十分に反映されるよう行
うこととする。 

措置予定 

 

（男女参画・青少年課） 

75 
 
内部委員によ
る審理への関
わり方につい
て 

  選定委員会において、内部委員は、あくまで
も 選 定 委 員 と し て そ の 職 責 に 当 た る べ き で あ
り、選定後の県による指定管理者に対する指導
等について約束、説明したりあるいは意見を受
け付けたりするような振る舞いを行うべきでは
ない。 
【対象施設：４】（意見 19）  

 令和９年度の次回指定管理者募集時の選定委
員会においても、内部委員は、選定委員の一員と
して審査を行うことを職責とする。 

措置予定 

 

（男女参画・青少年課） 

75-76 
 
外部委員の報   選定委員会の外部委員に支払うべき報償の金  令和７年６月９日 付け人第 1 9 0号の通知によ 措置予定 



 

償について 額については、会議に出席する時間のみならず
応募書類等の資料を検討するために要した時間
についても算定の基礎とすべきである。制度所
管課は、その旨を施設所管課に周知し、遵守さ
せるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 20）  

り、令和９年度の次回指定管理者募集時の外部委
員に支払うべき報償については、実績が確認で
き、かつ役務の提供の対価を支払うことが相応し
い場合においては、関係基準等に基づき会議の出
席時間以外も算定の基礎とする。 

（男女参画・青少年課） 

 

 
協定の内容等について 

 

83-84 
 
管理運営期間
中の第三者使
用について 

  一定の金額を超える第三者使用における相手
先業者の選定については、原則として入札や相
見積りを行うなど競争を付すものとし、１者随
意契約を行う際には業者選定理由を示すべきこ
とを基本協定書で定めるようにすることが望ま
しい。制度所管課は、第三者使用における相手
先業者の選定のルールを検討し、施設所管課に
周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 25）  

 令和７年６月９日付け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、第三者使用における相手先業者の選定につい
ては、原則として「入札や相見積もりを行うなど
競争を付するものとし、１者随意契約を行う際に
は業者選定理由を示すこと」を基本協定書で定め
る。 

措置予定 

 

 

 

 （男女参画・青少年課） 

85 
 
修繕について  施設に重大な影響を及ぼす修繕に該当する場

合には事前の手続が必要とされるところ、どの
ような場合に事前の手続が必要となるかが不明
確な対象施設があった。この点について明確に
判断できるよう、基本協定書等で適切に用語を
定義すべきである。 
【対象施設：１、２、３、４、５、６、８、９】 
（意見 26）  

 令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、施設に重大な影響を及ぼす修繕に該当する場
合がどのような場合か、明確に判断できるよう、
基本協定書で定義する。 

措置予定 

 

（男女参画・青少年課） 

85-86 
  

 一定の金額を超える修繕の実施における相手
先業者の選定については、原則として入札や相
見積りを行うなど競争を付すものとし、１者随
意契約を行う際には業者選定理由を示すべきこ
とを基本協定書で定めるようにすることが望ま
しい。制度所管課は、修繕を行う際の相手先業
者の選定のルールを検討し、施設所管課に周知
し、遵守させるべきである。 
【対象施設：３、４、５、７、８】【制度所管
課】（意見 27）  

 令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、修繕の実施における相手先業者の選定につい
ては、原則として「入札や相見積もりを行うなど
競争を付するものとし、１者随意契約を行う際に
は業者選定理由を示すこと」を基本協定書で定め
る。 

（男女参画・青少年課） 

措置予定 
 



 

 情報公開について 
 

100 
 
選定結果の公
表に当たり公
表される議事
概要について 

 青少年センターにおいて、選定結果とともに
公開される議事概要について、実際の選定委員
会の議論状況とは異なる印象を与えるものがあ
った。議事概要は、選定委員会における議論の
状況、選定に至る経過や選定委員の意見などを
正確に記載すべきである。 
【対象施設：４】（指摘 13）  

 令和９年度の次回指定管理者募集にかかる選
定委員会の議事概要については、議論の状況、選
定に至る経過や選定委員の意見などを正確に記
載を行うこととする。 

措置予定 
 

（男女参画・青少年課） 

 

【施設名：障がい者交流プラザ（障がい者交流センター等）（対象施設５）】  

 Ⅰ  複数の対象施設に共通する事項に対する監査の結果・意見 

報告書 
ページ 

項 目  指 摘 及 び 意 見  講 じ た 措 置 等  措置状況  

 指定管理者の募集について   

54-55 

 

募集時におけ
る情報公開に
ついて 

 指定管理者の募集に当たっては、その資料と
して当該施設の収支状況や利用状況の詳細を把
握し、これを公開するべきである。また、施設
管理において業務の一部を第三者へ委託してい
る場合、委託している業務の内容や費用の詳細
についても公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見７） 

令和９年度の次回指定管理者募集時は、「過去
３年間の収支状況や施設利用状況」を公開するこ
ととする。また、第三者へ委託している業務につ
いては、その内容等の詳細も公開することとす
る。 

措置予定 

 

（障がい福祉課） 

55-56 
  

  指定管理者の募集に当たっては、募集要項や
要求水準書の添付資料についても、すべて県の
ホームページ上で公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見８） 

 令和９年度の次回指定管理者募集時は、応募の
検討材料となる管理施設の収支状況などの添付
資料も県のホームページ上で公開することとす
る。 

措置予定 

 

（障がい福祉課） 

56-57 
 
募集期間につ
いて 

 指定管理者の募集期間について、２か月程度
との指針は最低限の期間であり、可能な限り長
期の募集期間を設定するべきである。 
【対象施設：全】（意見９） 

 令和９年度の次回指定管理者募集時は、可能な
限り長期の募集期間を設定することとする。 

措置予定 

 

（障がい福祉課） 

59-62 
 
過年度の決算   指定管理者の募集の際に、応募予定者に開示  令和９年度の次回指定管理者募集時は、過年度 措置予定 



 

状況の開示に
ついて 

する過年度の決算と応募者に提出させる収支計
画書とは、特段の事情のない限り、費目を一致
させるべきである。制度所管課は、その旨を施
設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：３、５、８】【制度所管課】（意
見 12）  

の決算と応募者に提出させる収支計画書の費目
は一致したものとする。  

（障がい福祉課） 

62-64 
 
応募書類に含
まれる収支計
画書について 

 指定管理者の募集の際に応募者に提出させる
収支計画書では、応募者自身の利益となる額を
考 慮 せ ず に 収 入 額 と 支 出 額 を 一 致 さ せ る こ と
（すなわち収入額と支出額との差額である応募
者自身の利益となる額をゼロとすること）を要
求すべきではない。制度所管課は、その旨を施
設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 13）  

 令和９年度の次回指定管理者募集時は、応募者
を十分に確保する取組を行った上で、収支計画書
における収支の均衡は求めないこととする。 

（障がい福祉課） 

措置予定 

 

 

64-65 
  

 指定管理者の募集の際に応募者に提出させる
収支計画書の費目は、その費目分類により実績
報告を指定管理者に行わせることを前提に、指
定管理業務の実態を踏まえて重要性の高いもの
をピックアップして設定するべきである。施設
所管課は、次回の募集時には、応募者に提出さ
せる収支計画書の費目を以上の観点から見直す
べきである。また、制度所管課は、その旨を施
設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 14）  

 令和９年度の次回指定管理者募集時は、応募者
に提出させる収支計画書の費目について、制度所
管課が示す費目分類を基本としつつ、指定管理業
務の実態に沿うものに見直した上で、その費目分
類により指定管理者から実績報告を求めること
とする。 

措置予定 

 

（障がい福祉課） 

65-66 
  

 指定管理者の募集の際に応募者に提出させる
収支計画書については、個別の収入・支出がど
の費目に該当するかができる限り一義的に定ま
るよう、各費目について適切な説明を行うべき
である。施設所管課は、次回の募集時には、応
募者に提出させる収支計画書の説明を以上の観
点から見直すべきである。また、制度所管課は、
その旨を施設所管課に周知し、遵守させるべき
である。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 15）  

 令和９年度の次回指定管理者募集時は、応募者
に提出させる収支計画書の各費目について、制度
所管課が示す方針を基本としつつ、指定管理業務
の実態に即して説明を行うこととする。 

措置予定 

 

（障がい福祉課） 



 

 指定管理者の選定について 
 

68-70 
 
第１回選定委
員会の開催時
期について 

 第１回選定委員会は、選定委員から募集要項
について抜本的な修正などを求める意見が出さ
れた場合であってもそれを反映できるだけの時
間的余裕をもって開催すべきであり、特段の事
情のない限り、書面開催としたり意見反映の余
裕のないスケジュールで第１回選定委員会を開
催したりすべきではない。制度所管課は、第１
回選定委員会の開催時期についても標準的なス
ケジュールとして示すことも検討の上、その旨
を施設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 17）  
 

 令和９年度の次回指定管理者募集時は、第１回
選定委員会の開催スケジュールを見直し、募集要
項の公表までに十分な期間を確保することとす
る。 

措置予定 

 

（障がい福祉課） 

70-75 
 
審査基準につ
いて 

  指定管理料の多寡に関する配点が少なくある
いは指定管理料の多寡を得点に換算する方法が
妥当ではないため、指定管理料の多寡が得点差
として十分に反映されない審査基準となってい
る。配点及び指定管理料の多寡を得点に換算す
る方法を改め、指定管理料の多寡が得点差に十
分に反映されるようにすべきである。制度所管
課は、審査基準において経済性に関する項目の
配点を適切に確保した上でその配点の範囲内で
指定管理料の多寡が得点差に十分に反映される
ようにすべきであることや収支内容の適正さや
実現可能性などについては経済性に関する項目
以外の項目で判断すべきものであることを施設
所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 18）  

 令和９年度の次回指定管理者募集時は、制度所
管課が示す審査基準例を基本に、配点を見直すと
ともに、指定管理料の多寡が適切に得点に反映さ
れるよう換算方法を改めることとする。 

措置予定 

 

（障がい福祉課） 

75-76 
 
外部委員の報
償について 

  選定委員会の外部委員に支払うべき報償の金
額については、会議に出席する時間のみならず
応募書類等の資料を検討するために要した時間
についても算定の基礎とすべきである。制度所
管課は、その旨を施設所管課に周知し、遵守さ
せるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 20）  

 令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、令和７年度６月の指定管理者制度運用見直し
通知に基づき、外部委員に支払うべき報償につい
て、実績が確認でき、かつ役務の提供の対価を支
払うことが相応しい場合においては、算定の基礎
とする。 

措置予定 

 

（障がい福祉課） 



 

 協定の内容等について  

83-84 
 
管理運営期間
中の第三者使
用について 

  一定の金額を超える第三者使用における相手
先業者の選定については、原則として入札や相
見積りを行うなど競争を付すものとし、１者随
意契約を行う際には業者選定理由を示すべきこ
とを基本協定書で定めるようにすることが望ま
しい。制度所管課は、第三者使用における相手
先業者の選定のルールを検討し、施設所管課に
周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 25）  
  

 第三者使用における相手先業者は、指名競争入
札又は随意契約の方法で選定している。 
 なお、随意契約においては、予定価格の額に応
じた見積徴収業者数を定め、見積り合わせにより
競争に付しており、１者随意契約を行う際には、
業者選定理由を明らかにした上で契約している。 
 令和９年度の次回指定管理者募集時は、第三者
使用における相手先業者の選定に係るこれらの
ルールを、基本協定書において定めることとす
る。 

措置予定 

 

（障がい福祉課） 

85 
 
修繕について  施設に重大な影響を及ぼす修繕に該当する場

合には事前の手続が必要とされるところ、どの
ような場合に事前の手続が必要となるかが不明
確な対象施設があった。この点について明確に
判断できるよう、基本協定書等で適切に用語を
定義すべきである。 
【対象施設：１、２、３、４、５、６、８、９】 
（意見 26）  

 令和９年度の次回指定管理者募集時は、「施設
に重大な影響を及ぼす修繕」という用語について
基本協定書等で定義し、どのような場合に事前の
手続きが必要となるかを明確にすることとする。 

措置予定 

 

（障がい福祉課） 

85-86 
  

 一定の金額を超える修繕の実施における相手
先業者の選定については、原則として入札や相
見積りを行うなど競争を付すものとし、１者随
意契約を行う際には業者選定理由を示すべきこ
とを基本協定書で定めるようにすることが望ま
しい。制度所管課は、修繕を行う際の相手先業
者の選定のルールを検討し、施設所管課に周知
し、遵守させるべきである。 
【対象施設：３、４、５、７、８】【制度所管
課】（意見 27）  

 一定の金額を超える修繕の実施における業者
は、指名競争入札又は随意契約の方法で選定して
いる。 
 なお、随意契約においては、予定価格の額に応
じた見積徴収業者数を定め、見積り合わせにより
競争に付しており、１者随意契約を行う際には、
業者選定理由を明らかにした上で契約している。 
 令和９年度の次回指定管理者募集時は、これら
のルールを、基本協定書において定めることとす
る。 

措置予定 

（障がい福祉課） 
 

86-87 
  

 障がい者交流センター等の修繕費について、  これまでは、基本協定書別紙に記載の大規模修 措置予定 



 

県と指定管理者のどちらが負担すべきかは大規
模修繕に該当するかどうかで判断することにな
っているが、金額基準も設けることが望ましい。 
【対象施設：５】（意見 28）  

繕以外の修繕費については、緊急性及び所要額の
多寡に応じ、県と指定管理者が協議の上、どちら
が実施者となるかを決定していた。また、所要額
の多寡の判断の目安は、原則として１件 20 万円
が県と指定管理者との共通認識である。 
 御意見を踏まえ、令和９年度の次回指定管理者
募集時は、基本協定書に金額基準を明記すること
とする。 

（障がい福祉課） 

 

 

【施設所管課：木のおもちゃ美術館（対象施設６）】  

 Ⅰ  複数の対象施設に共通する事項に対する監査の結果・意見 

報告書 
ページ 

項 目  指 摘 及 び 意 見  講 じ た 措 置 等  措置状況  

 指定管理者の募集について 
 

54-55 
 
募 集 時 に お け
る 情 報 公 開 に
ついて 

 指定管理者の募集に当たっては、その資料と
し て 当 該 施 設 の 収 支 状 況 や 利用 状 況 の 詳 細 を
把握し、これを公開するべきである。また、施
設 管 理 に お い て 業 務 の 一 部 を第 三 者 へ 委 託 し
ている場合、委託している業務の内容や費用の
詳細についても公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見７） 

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（林業振興課） 

55-56 
  

  指定管理者の募集に当たっては、募集要項や
要求水準書の添付資料についても、すべて県の
ホームページ上で公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見８） 

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（林業振興課） 

56-57 
 
募 集 期 間 に つ
いて 

 指定管理者の募集期間について、２か月程度
との指針は最低限の期間であり、可能な限り長
期の募集期間を設定するべきである。 
【対象施設：全】（意見９） 

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（林業振興課） 

62-64 
 
応 募 書 類 に 含  指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ  現在、施設のあり方について見直しを進めてお 検討中 



 

ま れ る 収 支 計
画書について 

る収支計画書では、応募者自身の利益となる額
を 考 慮 せ ず に 収 入 額 と 支 出 額を 一 致 さ せ る こ
と（すなわち収入額と支出額との差額である応
募者自身の利益となる額をゼロとすること）を
要求すべきではない。制度所管課は、その旨を
施設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 13）  

り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

 

（林業振興課） 

64-65 
  

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書の費目は、その費目分類により実
績報告を指定管理者に行わせることを前提に、
指 定 管 理 業 務 の 実 態 を 踏 ま えて 重 要 性 の 高 い
ものをピックアップして設定するべきである。
施設所管課は、次回の募集時には、応募者に提
出 さ せ る 収 支 計 画 書 の 費 目 を以 上 の 観 点 か ら
見直すべきである。また、制度所管課は、その
旨を施設所管課に周知し、遵守させるべきであ
る。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 14）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（林業振興課） 

65-66 
  

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書については、個別の収入・支出が
ど の 費 目 に 該 当 す る か が で きる 限 り 一 義 的 に
定まるよう、各費目について適切な説明を行う
べきである。施設所管課は、次回の募集時には、
応 募 者 に 提 出 さ せ る 収 支 計 画書 の 説 明 を 以 上
の観点から見直すべきである。また、制度所管
課は、その旨を施設所管課に周知し、遵守させ
るべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 15）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（林業振興課） 

 指定管理者の選定について  

68-70 
 
第 １ 回 選 定 委
員 会 の 開 催 時
期について 

 第１回選定委員会は、選定委員から募集要項
に つ い て 抜 本 的 な 修 正 な ど を求 め る 意 見 が 出
さ れ た 場 合 で あ っ て も そ れ を反 映 で き る だ け
の時間的余裕をもって開催すべきであり、特段
の事情のない限り、書面開催としたり意見反映

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 
 

（林業振興課） 



 

の 余 裕 の な い ス ケ ジ ュ ー ル で第 １ 回 選 定 委 員
会 を 開 催 し た り す べ き で は ない 。 制 度 所 管 課
は、第１回選定委員会の開催時期についても標
準 的 な ス ケ ジ ュ ー ル と し て 示す こ と も 検 討 の
上、その旨を施設所管課に周知し、遵守させる
べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 17）  

70-75 
 
審 査 基 準 に つ
いて 

  指 定 管 理 料 の 多 寡 に 関 す る 配 点 が 少 な く あ
る い は 指 定 管 理 料 の 多 寡 を 得点 に 換 算 す る 方
法が妥当ではないため、指定管理料の多寡が得
点 差 と し て 十 分 に 反 映 さ れ ない 審 査 基 準 と な
っている。配点及び指定管理料の多寡を得点に
換算する方法を改め、指定管理料の多寡が得点
差に十分に反映されるようにすべきである。制
度所管課は、審査基準において経済性に関する
項 目 の 配 点 を 適 切 に 確 保 し た上 で そ の 配 点 の
範 囲 内 で 指 定 管 理 料 の 多 寡 が得 点 差 に 十 分 に
反 映 さ れ る よ う に す べ き で ある こ と や 収 支 内
容 の 適 正 さ や 実 現 可 能 性 な どに つ い て は 経 済
性 に 関 す る 項 目 以 外 の 項 目 で判 断 す べ き も の
であることを施設所管課に周知し、遵守させる
べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 18）  
 

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（林業振興課） 

75-76 
 
外 部 委 員 の 報
償について 

  選 定 委 員 会 の 外 部 委 員 に 支 払 う べ き 報 償 の
金額については、会議に出席する時間のみなら
ず 応 募 書 類 等 の 資 料 を 検 討 する た め に 要 し た
時間についても算定の基礎とすべきである。制
度所管課は、その旨を施設所管課に周知し、遵
守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 20）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（林業振興課） 

 協定の内容等について   



 

77-78 
 
報 奨 金 ・ ペ ナ
ル テ ィ 等 の 設
定について 

 報 奨 金 は 対 象 施 設 を 想 定 より も 上 回 る 成 績
で運営したことに対する報奨であり、ペナルテ
ィ は 想 定 よ り も 下 回 る 運 営 とな っ た こ と に 対
して与えられるものである。そして、その想定
には一定の幅があっても良いのであるから、そ
れ ぞ れ が 発 生 す る 数 値 基 準 を一 致 さ せ る 必 要
性はない。報奨金制度を採用する施設において
は、次回の指定管理者の募集の際には、報奨金
の 基 準 と な る 数 値 を ペ ナ ル ティ の 基 準 と な る
数 値 よ り も 高 い 基 準 に 設 定 する こ と な ど を 含
めて検討を行い、報奨金発生の基準が不当に低
くならないようにすべきである。 
【対象施設：２、６】（意見 21）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

（林業振興課） 

検討中 

 

 

83-84 
 
管 理 運 営 期 間
中 の 第 三 者 使
用について 
 

  一 定 の 金 額 を 超 え る 第 三 者 使 用 に お け る 相
手先業者の選定については、原則として入札や
相見積りを行うなど競争を付すものとし、１者
随 意 契 約 を 行 う 際 に は 業 者 選定 理 由 を 示 す べ
き こ と を 基 本 協 定 書 で 定 め るよ う に す る こ と
が望ましい。制度所管課は、第三者使用におけ
る相手先業者の選定のルールを検討し、施設所
管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 25）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

（林業振興課） 

検討中 

 

85 
 
修繕について  施 設 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す修 繕 に 該 当 す る

場合には事前の手続が必要とされるところ、ど
の よ う な 場 合 に 事 前 の 手 続 が必 要 と な る か が
不明確な対象施設があった。この点について明
確に判断できるよう、基本協定書等で適切に用
語を定義すべきである。 
【対象施設：１、２、３、４、５、６、８、９】 
（意見 26）  

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 

（林業振興課） 

 情報公開について  

101 
 
選 定 結 果 の 公
表 に 当 た り 添
付 さ れ る 資 料

 選 定 結 果 の 公 表 に 当 た り 次回 募 集 時 ま で 公
開する情報としては、募集時の募集要項や要求
水準書の本文のみならず、添付資料についても

 現在、施設のあり方について見直しを進めてお
り、公募の際には、指定管理者の選定方法・内容
についても改める予定である。 

検討中 

 



 

について すべて公開を継続すべきである。 
【対象施設：全】（意見 40）  

（林業振興課） 

 
その他について  

106-107 
 
光 熱 費 高 騰 に
対 す る 指 定 管
理 料 の 増 額 に
ついて 

 木のおもちゃ美術館では、募集要項で光熱水
費 の 実 績 額 が 基 準 額 を 超 え る又 は 下 回 る 場 合
に は 調 整 を 行 う こ と に な っ てい る が 一 切 調 整
を行っていない。更には光熱費影響額に対する
指定管理料の増額まで行っており不当である。
光 熱 費 影 響 額 に つ い て の 指 定管 理 料 の 増 額 と
光 熱 水 費 の 実 績 額 が 基 準 額 を下 回 っ た 部 分 に
ついては、指定管理者と協議の上調整を行うべ
きである。 
【対象施設：６】（指摘 16）  

令和４年度における光熱費影響額に対する指
定管理料の増額については、精査したうえで、指
定管理者と協議し返還手続を行い令和８年２月
に収納済みである。 

措置済み 

 

（林業振興課） 

 

 Ⅱ  個別の対象施設に対する監査の結果・意見 

報告書 

ページ 
項 目  指 摘 及 び 意 見  講 じ た 措 置 等  措置状況  

 
木のおもちゃ美術館について 

  

127-128 
 
自 主 事 業 に つ
いて 

  木 の お も ち ゃ 美 術 館 に お け る 自 主 事 業 で あ
る「一口館長（サポーターズボード）プロジェ
クト」では指定管理者が協賛金を受領すること
になるが、協賛金が計画どおり支出されること
な く 指 定 期 間 が 終 了 し た 場 合の 協 賛 金 の 処 理
については不明瞭な状態となっている。施設所
管課は、この点について指定管理者との間で速
やかに取り決めを行うべきである。また、自主
事業の承認に当たっては、指定期間が終了する
などして指定管理者が変更する場合を想定し、
あ ら か じ め 自 主 事 業 の 内 容 に応 じ た 協 議 や 合
意をなすべきである。 
【対象施設：６】（意見 56）  

 木のおもちゃ美術館における自主事業である
「一口館長（サポーターズボード）プロジェクト」
については、協賛金の収支実績を毎月、指定管理
者から報告してもらい執行状況を確認できる体
制とした。また、指定期間の終了や指定管理者の
変更を想定し、協賛金の処理方法について指定管
理者と別途協議を行い、対応方法を定めた。 

（林業振興課） 

措置済み 

 

【施設名：旧吉野川流域下水道（対象施設７）】  



 

 Ⅰ  複数の対象施設に共通する事項に対する監査の結果・意見 
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項 目  指 摘 及 び 意 見  講 じ た 措 置 等  措置状況  

 
指定管理者の募集について 

 

54  申 請 資 格 に つ
いて 
 

指定管理者の募集要件として、申請資格者が
著 し く 絞 ら れ る よ う な 要 件 を設 定 す べ き で は
ない。また、募集要件に係る記載は一義的に理
解できるような表現を用いるべきである。 
【対象施設：７】（意見６） 

 令和７年６月９日付け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和 10 年度の次回指定管理者募集時に当た
り、県外企業が県内企業と共同して応募する場合
において「県内企業が主たる役割を担う」ことと
してきた要件を撤廃する。また、募集要件に係る
記載は、わかりやすい表現を用いる。 

措置予定 

 

（水環境整備課） 

54-55  募 集 時 に お け
る 情 報 公 開 に
ついて 
 

 指定管理者の募集に当たっては、その資料と
し て 当 該 施 設 の 収 支 状 況 や 利用 状 況 の 詳 細 を
把握し、これを公開するべきである。また、施
設 管 理 に お い て 業 務 の 一 部 を第 三 者 へ 委 託 し
ている場合、委託している業務の内容や費用の
詳細についても公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見７） 

 令和 10 年度の次 回指定管理者募集時 に当た
り、公開すべきでない資料を除き、第三者への委
託状況について、可能な限り公開する。 

措置予定 

 

（水環境整備課） 

55-56  
 

  指定管理者の募集に当たっては、募集要項や
要求水準書の添付資料についても、すべて県の
ホームページ上で公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見８） 

 令和 10 年度の次 回指定管理者募集時 に当た
り、公開すべきでない資料を除き、要求水準書の
添付資料について、可能な限り公開する。 

措置予定 

 

（水環境整備課） 

56-57  募 集 期 間 に つ
いて 
 

 指定管理者の募集期間について、２か月程度
との指針は最低限の期間であり、可能な限り長
期の募集期間を設定するべきである。 
【対象施設：全】（意見９） 

 令和 10 年度の次 回指定管理者募集時 に当た
り、募集期間について、可能な限り長期の期間を
設定する。 

措置予定 

 

（水環境整備課） 

62-64  応 募 書 類 に 含
ま れ る 収 支 計
画書について 
 

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書では、応募者自身の利益となる額
を 考 慮 せ ず に 収 入 額 と 支 出 額を 一 致 さ せ る こ
と（すなわち収入額と支出額との差額である応
募者自身の利益となる額をゼロとすること）を

令和７年６ 月９日付 け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和 10 年度の次回指定管理者募集時に当た
り、提出を求める収支計画書については、必ずし
も収入額と支出額の一致させることを求めない
こととする。 

措置予定 

 



 

要求すべきではない。制度所管課は、その旨を
施設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 13）  

（水環境整備課） 

64-65  
 

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書の費目は、その費目分類により実
績報告を指定管理者に行わせることを前提に、
指 定 管 理 業 務 の 実 態 を 踏 ま えて 重 要 性 の 高 い
ものをピックアップして設定するべきである。
施設所管課は、次回の募集時には、応募者に提
出 さ せ る 収 支 計 画 書 の 費 目 を以 上 の 観 点 か ら
見直すべきである。また、制度所管課は、その
旨を施設所管課に周知し、遵守させるべきであ
る。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 14）  

令和７年６ 月９日付 け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和 10 年度の次回指定管理者募集時に当た
り、応募者に提出させる収支計画書の費目につい
て、制度所管課が示す費目分類を基本としつつ、
指定管理業務の実態に沿う重要性の高い費目分
類により収支計画書の提出を求める。 

措置予定 
  

（水環境整備課） 

65-66 
  

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書については、個別の収入・支出が
ど の 費 目 に 該 当 す る か が で きる 限 り 一 義 的 に
定まるよう、各費目について適切な説明を行う
べきである。施設所管課は、次回の募集時には、
応 募 者 に 提 出 さ せ る 収 支 計 画書 の 説 明 を 以 上
の観点から見直すべきである。また、制度所管
課は、その旨を施設所管課に周知し、遵守させ
るべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 15）  

令和７年６ 月９日付 け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和 10 年度の次回指定管理者募集時に当た
り、応募者に提出させる収支計画書について、業
務の実態に沿う重要性の高い費目分類により、ど
の費目に該当するか、適切に各費目の説明を行
う。 

措置予定 

 

（水環境整備課） 

 指定管理者の選定について  

68-70 
 
第 １ 回 選 定 委
員 会 の 開 催 時
期について 
 

 第１回選定委員会は、選定委員から募集要項
に つ い て 抜 本 的 な 修 正 な ど を求 め る 意 見 が 出
さ れ た 場 合 で あ っ て も そ れ を反 映 で き る だ け
の時間的余裕をもって開催すべきであり、特段
の事情のない限り、書面開催としたり意見反映
の 余 裕 の な い ス ケ ジ ュ ー ル で第 １ 回 選 定 委 員
会 を 開 催 し た り す べ き で は ない 。 制 度 所 管 課
は、第１回選定委員会の開催時期についても標
準 的 な ス ケ ジ ュ ー ル と し て 示す こ と も 検 討 の
上、その旨を施設所管課に周知し、遵守させる

 令和７年６月９日付け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和 10 年度の次回指定管理者募集時に当た
り、選定委員会からの十分な意見聴取と検討を行
うため、原則として第１回選定委員会の開催から
募集要項の公表までは２週間程度の期間を設け
る。 

措置予定 

 

（水環境整備課） 



 

べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 17）  

70-75 
 
審 査 基 準 に つ
いて 
 

  指 定 管 理 料 の 多 寡 に 関 す る 配 点 が 少 な く あ
る い は 指 定 管 理 料 の 多 寡 を 得点 に 換 算 す る 方
法が妥当ではないため、指定管理料の多寡が得
点 差 と し て 十 分 に 反 映 さ れ ない 審 査 基 準 と な
っている。配点及び指定管理料の多寡を得点に
換算する方法を改め、指定管理料の多寡が得点
差に十分に反映されるようにすべきである。制
度所管課は、審査基準において経済性に関する
項 目 の 配 点 を 適 切 に 確 保 し た上 で そ の 配 点 の
範 囲 内 で 指 定 管 理 料 の 多 寡 が得 点 差 に 十 分 に
反 映 さ れ る よ う に す べ き で ある こ と や 収 支 内
容 の 適 正 さ や 実 現 可 能 性 な どに つ い て は 経 済
性 に 関 す る 項 目 以 外 の 項 目 で判 断 す べ き も の
であることを施設所管課に周知し、遵守させる
べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 18）  

 令和７年６月９日付け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和 10 年度の次回指定管理者募集時に当た
り、審査基準の設定時には、指定管理料の多寡が
十分反映されるよう配点を設定する。 

措置予定 
 

（水環境整備課） 

75-76 
 
外 部 委 員 の 報
償について 
 

  選 定 委 員 会 の 外 部 委 員 に 支 払 う べ き 報 償 の
金額については、会議に出席する時間のみなら
ず 応 募 書 類 等 の 資 料 を 検 討 する た め に 要 し た
時間についても算定の基礎とすべきである。制
度所管課は、その旨を施設所管課に周知し、遵
守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 20）  

 令和７年６月９日付け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和 10 年度の次回指定管理者募集時に当た
り、外部委員に支払うべき報償について、実績が
確認でき、かつ役務の提供の対価を支払うことが
相応しい場合においては算定の基礎とする。 

措置予定 

 

（水環境整備課） 

 協定の内容等について  

83-84 
 
管 理 運 営 期 間
中 の 第 三 者 使
用について 
 

  一 定 の 金 額 を 超 え る 第 三 者 使 用 に お け る 相
手先業者の選定については、原則として入札や
相見積りを行うなど競争を付すものとし、１者
随 意 契 約 を 行 う 際 に は 業 者 選定 理 由 を 示 す べ
き こ と を 基 本 協 定 書 で 定 め るよ う に す る こ と
が望ましい。制度所管課は、第三者使用におけ
る相手先業者の選定のルールを検討し、施設所
管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】

令和７年６ 月９日付 け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和 10 年度の次回指定管理者募集時に当た
り、第三者使用における相手先業者の選定につい
ては、原則として「入札や相見積もりを行うなど
競争を付するものとし、１者随意契約を行う際に
は業者選定理由を示すこと」を基本協定書で定め
る。 

措置予定 

 

（水環境整備課） 



 

【制度所管課】（意見 25）  

85-86 
 
修繕について 
 

 一 定 の 金 額 を 超 え る 修 繕 の実 施 に お け る 相
手先業者の選定については、原則として入札や
相見積りを行うなど競争を付すものとし、１者
随 意 契 約 を 行 う 際 に は 業 者 選定 理 由 を 示 す べ
き こ と を 基 本 協 定 書 で 定 め るよ う に す る こ と
が望ましい。制度所管課は、修繕を行う際の相
手先業者の選定のルールを検討し、施設所管課
に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：３、４、５、７、８】【制度所管
課】（意見 27）  

 令和７年６月９日付け人第 1 9 0号の通知によ
り、令和 10 年度の次回指定管理者募集時に当た
り、修繕の実施における相手先業者の選定につい
ては、原則として「入札や相見積もりを行うなど
競争を付するものとし、１者随意契約を行う際に
は業者選定理由を示すこと」を基本協定書で定め
る。 

措置予定 
 

（水環境整備課） 

 
その他について 

 
 

112 
 
決 裁 の 時 期 、
方法について 
 

 一部の監査対象施設では、光熱費の補填のた
めの指定管理料（固定納付額）の協定変更が行
われたが、そのための協定変更は会計年度内に
行う必要があることから、翌会計年度になって
か ら そ の よ う な 協 定 変 更 を 実際 に 行 っ た こ と
は不適切であった。 
【対象施設：２、５、６、７、８、９】（指摘
18）  

 指定管理施設の物価等高騰影響額については、
当該年度内に相当額を算定し、協定変更を行うよ
う、令和７年度に運用の見直しを行った。 

措置済み 

 

（水環境整備課） 

112-113 
  

 一部の監査対象施設において、会計年度末で
ある３月 31 日時点では補填すべき電気代の金
額が明らかではなかったにもかかわらず、３月
31 日付けで電気代の補填を行うための公文書
が 補 填 す べ き 電 気 代 の 具 体 的な 金 額 を 示 し た
上 で 作 成 さ れ て い た 。 こ の よう な 公 文 書 作 成
は、公文書記載の日付に当該文書を作成できる
だけの情報・状況が存在したかのような正しく
ない外観が作出されることになるものであり、
不適切であった。決裁が完了した日より前の日
付の公文書を作成することは慎むべきである。 
【対象施設：２、５、６、７、８、９】（指摘
19）  

 指定管理施設の物価等高騰影響額については、
当該年度内に相当額を算定し、協定変更を行うよ
う、令和７年度に運用の見直しを行った。 

措置済み 

 

（水環境整備課） 

 



 

【施設名：藍場町地下・松茂駐車場（対象施設８）】  

 Ⅰ  複数の対象施設に共通する事項に対する監査の結果・意見 
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項 目  指 摘 及 び 意 見  講 じ た 措 置 等  措置状況  

 指定管理の対象施設について 
 

46-47 
 
対 象 施 設 の 組
み 合 わ せ に つ
いて 

 

 指 定 管 理 の 対 象 施 設 の 組 み合 わ せ に つ い て
は、従前の管理状況にとらわれることなく、管
理 の 合 理 性 等 を 客 観 的 に 検 討し て 決 定 す べ き
であり、藍場町地下・松茂駐車場においては、
藍 場 町 地 下 駐 車 場 と 松 茂 駐 車場 と を 併 せ て 募
集 す る 理 由 は 合 理 性 に 欠 け るも の で あ る こ と
から、藍場町地下駐車場と松茂駐車場とを併せ
て 募 集 す る こ と に つ い て は 再検 討 す べ き で あ
る。【対象施設：８】（意見１） 

令和９年度の次回指定管理者募集に向けて、藍
場町地下駐車場と松茂駐車場とを併せて募集す
ることについて再検討する。 

検討中 

  

（企業局経営企画課） 

 指定管理者の募集について  

54-55 
 
募 集 時 に お け
る 情 報 公 開 に
ついて 

 指定管理者の募集に当たっては、その資料と
し て 当 該 施 設 の 収 支 状 況 や 利用 状 況 の 詳 細 を
把握し、これを公開するべきである。また、施
設 管 理 に お い て 業 務 の 一 部 を第 三 者 へ 委 託 し
ている場合、委託している業務の内容や費用の
詳細についても公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見７） 

令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、収支状況や利用状況の詳細、現指定管理者に
おいて委託している業務の内容や費用の詳細に
ついても可能な限り公開する。 

措置予定 

 

（企業局経営企画課） 

55-56 
  

指定管理者の募集に当たっては、募集要項や
要求水準書の添付資料についても、すべて県の
ホームページ上で公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見８） 

令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、保安上の理由等により公開すべきでない資料
を除き、要求水準書の添付資料についても、公開
する。 

措置予定 

 

（企業局経営企画課） 

56-57 
 
募 集 期 間 に つ
いて 

 指定管理者の募集期間について、２か月程度
との指針は最低限の期間であり、可能な限り長
期の募集期間を設定するべきである。 
【対象施設：全】（意見９） 

令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、募集期間について、可能な限り長期の期間を
設定する。 

措置予定 

 

（企業局経営企画課） 



 

59-62 
 
過 年 度 の 決 算
状 況 の 開 示 に
ついて 

  指定管理者の募集の際に、応募予定者に開示
す る 過 年 度 の 決 算 と 応 募 者 に提 出 さ せ る 収 支
計画書とは、特段の事情のない限り、費目を一
致させるべきである。制度所管課は、その旨を
施設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：３、５、８】【制度所管課】（意
見 12）  

令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、令和７年度６月の指定管理者制度運用見直し
通知に基づき、過年度決算と収支計画書の各費目
については原則として統一する。 

措置予定 

 

（企業局経営企画課） 

62-64 
 
応 募 書 類 に 含
ま れ る 収 支 計
画書について 

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書では、応募者自身の利益となる額
を 考 慮 せ ず に 収 入 額 と 支 出 額を 一 致 さ せ る こ
と（すなわち収入額と支出額との差額である応
募者自身の利益となる額をゼロとすること）を
要求すべきではない。制度所管課は、その旨を
施設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 13）  

令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、令和７年度６月の指定管理者制度運用見直し
通知に基づき、応募者に提出を求める収支計画書
の記載要領を改める。 

措置予定 

 

（企業局経営企画課） 

64-65 
  

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書の費目は、その費目分類により実
績報告を指定管理者に行わせることを前提に、
指 定 管 理 業 務 の 実 態 を 踏 ま えて 重 要 性 の 高 い
ものをピックアップして設定するべきである。
施設所管課は、次回の募集時には、応募者に提
出 さ せ る 収 支 計 画 書 の 費 目 を以 上 の 観 点 か ら
見直すべきである。また、制度所管課は、その
旨を施設所管課に周知し、遵守させるべきであ
る。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 14）  

令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、令和７年度６月の指定管理者制度運用見直し
通知に基づき、指定管理者の募集の際に応募者に
提出させる収支計画書の費目は、指定管理業務の
実態を踏まえて重要性の高い費目分類とするよ
う見直しを行う。 

措置予定 

 

（企業局経営企画課） 

65-66 
  

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応募 者 に 提 出 さ せ
る収支計画書については、個別の収入・支出が
ど の 費 目 に 該 当 す る か が で きる 限 り 一 義 的 に
定まるよう、各費目について適切な説明を行う
べきである。施設所管課は、次回の募集時には、
応 募 者 に 提 出 さ せ る 収 支 計 画書 の 説 明 を 以 上

令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、令和７年度６月の指定管理者制度運用見直し
通知に基づき、応募者に提出させる収支計画書に
ついて、費目に係る補足説明などにより、第三者
の視点から検証比較が可能となるよう配慮を行
う。 

措置予定 

 



 

の観点から見直すべきである。また、制度所管
課は、その旨を施設所管課に周知し、遵守させ
るべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 15）  

（企業局経営企画課） 

  指定管理者の選定について    

68-70 
 
第 １ 回 選 定 委
員 会 の 開 催 時
期について 

 第１回選定委員会は、選定委員から募集要項
に つ い て 抜 本 的 な 修 正 な ど を求 め る 意 見 が 出
さ れ た 場 合 で あ っ て も そ れ を反 映 で き る だ け
の時間的余裕をもって開催すべきであり、特段
の事情のない限り、書面開催としたり意見反映
の 余 裕 の な い ス ケ ジ ュ ー ル で第 １ 回 選 定 委 員
会 を 開 催 し た り す べ き で は ない 。 制 度 所 管 課
は、第１回選定委員会の開催時期についても標
準 的 な ス ケ ジ ュ ー ル と し て 示す こ と も 検 討 の
上、その旨を施設所管課に周知し、遵守させる
べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 17）  

令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、令和７年度６月の指定管理者制度運用見直し
通知に基づき、選定委員から出された意見を反映
できるよう、選定委員会は余裕を持ったスケジュ
ールを確保し、開催する。 

措置予定 
 

（企業局経営企画課） 

70-75 
 
審 査 基 準 に つ
いて 

  指 定 管 理 料 の 多 寡 に 関 す る 配 点 が 少 な く あ
る い は 指 定 管 理 料 の 多 寡 を 得点 に 換 算 す る 方
法が妥当ではないため、指定管理料の多寡が得
点 差 と し て 十 分 に 反 映 さ れ ない 審 査 基 準 と な
っている。配点及び指定管理料の多寡を得点に
換算する方法を改め、指定管理料の多寡が得点
差に十分に反映されるようにすべきである。制
度所管課は、審査基準において経済性に関する
項 目 の 配 点 を 適 切 に 確 保 し た上 で そ の 配 点 の
範 囲 内 で 指 定 管 理 料 の 多 寡 が得 点 差 に 十 分 に
反 映 さ れ る よ う に す べ き で ある こ と や 収 支 内
容 の 適 正 さ や 実 現 可 能 性 な どに つ い て は 経 済
性 に 関 す る 項 目 以 外 の 項 目 で判 断 す べ き も の
であることを施設所管課に周知し、遵守させる
べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 18）  

令和９年度の次回指定管理者募集にあたって
は、令和７年度６月の指定管理者制度運用見直し
通知に基づき、新査基準の設定について、固定納
付金の多寡について配点として適正かつ十分に
反映される審査基準とする。 

措置予定 

 

（企業局経営企画課） 

75-76 
 
外 部 委 員 の 報
償について 

  選 定 委 員 会 の 外 部 委 員 に 支 払 う べ き 報 償 の
金額については、会議に出席する時間のみなら
ず 応 募 書 類 等 の 資 料 を 検 討 する た め に 要 し た

令 和 ９ 年 度 の 次 回 指 定 管 理 者 募 集 に 当 た っ て
は、令和７年度６月の指定管理者制度運用見直し
通知に基づき、外部委員に支払うべき報償につい

措置予定 

 



 

時間についても算定の基礎とすべきである。制
度所管課は、その旨を施設所管課に周知し、遵
守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 20）  

て、実績が確認でき、かつ役務の提供の対価を支
払うことが相応しい場合においては、算定の基礎
とする。 

（企業局経営企画課） 

 
協定の内容等について    

80-81 
 
報 奨 金 ・ ペ ナ
ル テ ィ 等 の 設
定について 

 変 動 納 付 金 の 発 生 基 準 と なる 額 を 指 定 管 理
に 応 募 し た 者 の 収 支 計 画 に おけ る 収 入 予 定 金
額とすることは適切ではない。変動納付金の発
生基準となる額は、過去の収入実績に基づいて
県側において決定するなどの方法を検討し、適
切に設定すべきである。 
【対象施設：８】（意見 23）  

 令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、変動納付金の発生基準となる額について、県
側において設定する。 

措置予定 
 

（企業局経営企画課） 

81-83 
 
収 支 実 績 の 報
告について 

 指定管理者に対しては、協定などの取り決め
により、年度終了時の指定管理者募集の際の収
支 計 画 書 と 同 様 の 費 目 分 類 によ り 収 支 の 実 績
を報告するよう求めるべきである。そして、そ
の 実 績 報 告 と 収 支 計 画 と を 照合 す る こ と に よ
る収支の適否のチェックも行うべきである。制
度所管課は、その旨を施設所管課に周知し、遵
守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 24）  

 年度終了時に提出される実績報告については、
収支計画書における費目分類により報告するよ
う、基本協定書において明示する。また、引き続
き、実施計画と収支計画とを照合し、収支の適否
のチェックを行う。 

措置予定 

 

 

（企業局経営企画課） 

83-84 
 
管 理 運 営 期 間
中 の 第 三 者 使
用について 

  一 定 の 金 額 を 超 え る 第 三 者 使 用 に お け る 相
手先業者の選定については、原則として入札や
相見積りを行うなど競争を付すものとし、１者
随 意 契 約 を 行 う 際 に は 業 者 選定 理 由 を 示 す べ
き こ と を 基 本 協 定 書 で 定 め るよ う に す る こ と
が望ましい。制度所管課は、第三者使用におけ
る相手先業者の選定のルールを検討し、施設所
管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 25）  

令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、令和７年度６月の指定管理者制度運用見直し
通知に基づき、第三者使用における相手先業者の
選定について、原則として「入札や相見積もりを
行うなど競争を付するものとし、１者随意契約を
行う際には業者選定理由を示すべき」趣旨を基本
協定書等で明示する。 

措置予定 

 

（企業局経営企画課） 

85 
 
修繕について  施 設 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す修 繕 に 該 当 す る

場合には事前の手続が必要とされるところ、ど
の よ う な 場 合 に 事 前 の 手 続 が必 要 と な る か が

令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、施設に重大な影響を及ぼす修繕に該当する場
合がどのような場合か、明確に判断できるよう、

措置予定 

 



 

不明確な対象施設があった。この点について明
確に判断できるよう、基本協定書等で適切に用
語を定義すべきである。 
【対象施設：１、２、３、４、５、６、８、９】 
（意見 26）  

基本協定書等で定義する。 
（企業局経営企画課） 

 

85-86 
  

 一 定 の 金 額 を 超 え る 修 繕 の実 施 に お け る 相
手先業者の選定については、原則として入札や
相見積りを行うなど競争を付すものとし、１者
随 意 契 約 を 行 う 際 に は 業 者 選定 理 由 を 示 す べ
き こ と を 基 本 協 定 書 で 定 め るよ う に す る こ と
が望ましい。制度所管課は、修繕を行う際の相
手先業者の選定のルールを検討し、施設所管課
に周知し、遵守させるべきである 
【対象施設：３、４、５、７、８】【制度所管
課】（意見 27）  

令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、令和７年度６月の指定管理者制度運用見直し
通知に基づき、修繕の実施における相手先業者の
選定について、原則として「入札や相見積もりを
行うなど競争を付するものとし、１者随意契約を
行う際には業者選定理由を示すべき」趣旨を基本
協定書等で定める。 

措置予定 
 

（企業局経営企画課） 

 情報公開について 
 

99 
 
選 定 結 果 の 公
表 に 当 た り 公
表 さ れ る 議 事
概要について 

 選 定 結 果 と と も に 公 開 さ れる 議 事 概 要 に つ
いては、選定委員会における議論の状況、選定
に 至 る 経 過 や 選 定 委 員 の 意 見な ど が 把 握 で き
る程度の情報を記載すべきである。 
【対象施設：１、２、３、５、８】（意見 39） 

 令和９年度の次回指定管理者募集に当たって
は、選定委員会における議論の状況、選定に至る
経過や選定委員の意見などが把握できる程度の
情報を記載し、公開する。 

措置予定 
 

（企業局経営企画課） 

 
 Ⅱ  個別の対象施設に対する監査の結果・意見 

報告書 
ページ 

項 目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 等 措置状況 

 
藍場町地下・松茂駐車場について 

 

135 
 
利 用 時 間 に つ
いて 

 駐車場の利用時間について、募集時に一律に
定めるのではなく、申請者の自由な提案が可能
となるような募集とすることが望ましい。 
【対象施設：８】（意見 58）  

令 和 ９ 年 度 の 次 回 指 定 管 理 者 募 集 に 当 た っ て
は、駐車場の利用時間について、申請者の自由な
提案が可能な募集となるよう見直しを行う。 

措置予定 
 

（企業局経営企画課） 

 



 

【施設名：牟岐少年自然の家（対象施設９）】  

 Ⅰ  複数の対象施設に共通する事項に対する監査の結果・意見 

報告書 
ページ 

項 目  指 摘 及 び 意 見  講 じ た 措 置 等  措置状況  

 
指定管理者の募集について 

 

54-55 
 
募 集 時 に お け
る 情 報 公 開 に
ついて 

 指定管理者の募集に当たっては、その資料と
し て 当 該 施 設 の 収支 状 況 や 利 用 状 況 の詳 細 を
把握し、これを公開するべきである。また、施
設 管 理 に お い て 業務 の 一 部 を 第 三 者 へ委 託 し
ている場合、委託している業務の内容や費用の
詳細についても公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見７） 

令和８年度の次回指定管理者募集時には、資料
として当該施設の収支状況や利用状況及び第三
者への委託状況について公開する。 

措置予定 

 

（生涯学習課） 

55-56 
  

  指定管理者の募集に当たっては、募集要項や
要求水準書の添付資料についても、すべて県の
ホームページ上で公開すべきである。 
【対象施設：全】（意見８） 

 令和８年度の次回指定管理者募集時には、指定
管理者の募集要項や要求水準書の添付資料を県
のホームページ上で公開する。 

措置予定 

 

（生涯学習課） 

56-57 
 
募 集 期 間 に つ
いて 

 指定管理者の募集期間について、２か月程度
との指針は最低限の期間であり、可能な限り長
期の募集期間を設定するべきである。 
【対象施設：全】（意見９） 

 募集期間を含む一連の公募スケジュールにつ
いて検討を行い、令和８年度の次回指定管理者募
集時を目途に方針を決定する予定である。 

検討中 

 

（生涯学習課） 

62-64 
 
応 募 書 類 に 含
ま れ る 収 支 計
画書について 

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応 募 者 に 提出 さ せ
る収支計画書では、応募者自身の利益となる額
を 考 慮 せ ず に 収 入額 と 支 出 額 を 一 致 させ る こ
と（すなわち収入額と支出額との差額である応
募者自身の利益となる額をゼロとすること）を
要求すべきではない。制度所管課は、その旨を
施設所管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 13）  

 令和８年度の次回指定管理者募集時には、収支
計画書における収入額と支出額を必ずしも一致
させることを要求しない。 

措置予定 

 

（生涯学習課） 

64-65 
  

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応 募 者 に 提出 さ せ  応募者 に提出させる収支計画書の費目に関し 検討中 



 

る収支計画書の費目は、その費目分類により実
績報告を指定管理者に行わせることを前提に、
指 定 管 理 業 務 の 実態 を 踏 ま え て 重 要 性の 高 い
ものをピックアップして設定するべきである。
施設所管課は、次回の募集時には、応募者に提
出 さ せ る 収 支 計 画書 の 費 目 を 以 上 の 観点 か ら
見直すべきである。また、制度所管課は、その
旨を施設所管課に周知し、遵守させるべきであ
る。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 14）  

て、指定管理業務の実態を踏まえて見直しを検討
し、令和８年度の次回指定管理者募集時を目途に
方針を決定する予定である。 

 

（生涯学習課） 

65-66 
  

 指 定 管 理 者 の 募 集 の 際 に 応 募 者 に 提出 さ せ
る収支計画書については、個別の収入・支出が
ど の 費 目 に 該 当 する か が で き る 限 り 一義 的 に
定まるよう、各費目について適切な説明を行う
べきである。施設所管課は、次回の募集時には、
応 募 者 に 提 出 さ せる 収 支 計 画 書 の 説 明を 以 上
の観点から見直すべきである。また、制度所管
課は、その旨を施設所管課に周知し、遵守させ
るべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 15）  

 令和８年度の次回指定管理者募集時には、全庁
的な指針に沿って、応募者に提出させる収支計画
書の費目について個別の収入・支出がどの費目に
該当するか適切な説明を行う。 

措置予定 

 

（生涯学習課） 

 指定管理者の選定について  

68-70 
 
第 １ 回 選 定 委
員 会 の 開 催 時
期について 

 第１回選定委員会は、選定委員から募集要項
に つ い て 抜 本 的 な修 正 な ど を 求 め る 意見 が 出
さ れ た 場 合 で あ って も そ れ を 反 映 で きる だ け
の時間的余裕をもって開催すべきであり、特段
の事情のない限り、書面開催としたり意見反映
の 余 裕 の な い ス ケジ ュ ー ル で 第 １ 回 選定 委 員
会 を 開 催 し た り すべ き で は な い 。 制 度所 管 課
は、第１回選定委員会の開催時期についても標
準 的 な ス ケ ジ ュ ール と し て 示 す こ と も検 討 の
上、その旨を施設所管課に周知し、遵守させる
べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 17）  
 

 第１回選定委員会の開催時期を含む一連の公
募スケジュールについて検討を行い、令和８年度
の次回指定管理者募集時を目途に方針を決定す
る予定である。 

検討中 

 

（生涯学習課） 

70-75 
 
審 査 基 準 に つ   指 定 管 理 料 の 多 寡 に 関 す る 配 点 が 少 な く あ  指定管理料の多寡の評価への反映、審査項目の 検討中 



 

いて  る い は 指 定 管 理 料 の 多 寡 を 得 点 に 換 算す る 方
法が妥当ではないため、指定管理料の多寡が得
点 差 と し て 十 分 に反 映 さ れ な い 審 査 基準 と な
っている。配点及び指定管理料の多寡を得点に
換算する方法を改め、指定管理料の多寡が得点
差に十分に反映されるようにすべきである。制
度所管課は、審査基準において経済性に関する
項 目 の 配 点 を 適 切に 確 保 し た 上 で そ の配 点 の
範 囲 内 で 指 定 管 理料 の 多 寡 が 得 点 差 に十 分 に
反 映 さ れ る よ う にす べ き で あ る こ と や収 支 内
容 の 適 正 さ や 実 現可 能 性 な ど に つ い ては 経 済
性 に 関 す る 項 目 以外 の 項 目 で 判 断 す べき も の
であることを施設所管課に周知し、遵守させる
べきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 18）  

設定等、審査基準の改定について検討を行い、令
和８年度の次回指定管理者募集時を目途に方針
を決定する予定である。 

 

（生涯学習課） 

75-76 
 
外 部 委 員 の 報
償について 

  選 定 委 員 会 の 外 部 委 員 に 支 払 う べ き 報 償 の
金額については、会議に出席する時間のみなら
ず 応 募 書 類 等 の 資料 を 検 討 す る た め に要 し た
時間についても算定の基礎とすべきである。制
度所管課は、その旨を施設所管課に周知し、遵
守させるべきである。 
【対象施設：全】【制度所管課】（意見 20）  

 外部委員への報償については、令和８年度の次
回指定管理者選定における委員の実働の状況を
踏まえながら判断して参る。 

検討中 

 

（生涯学習課） 

 協定の内容等について  

83-84 
 
管 理 運 営 期 間
中 の 第 三 者 使
用について 

  一 定 の 金 額 を 超 え る 第 三 者 使 用 に お け る 相
手先業者の選定については、原則として入札や
相見積りを行うなど競争を付すものとし、１者
随 意 契 約 を 行 う 際に は 業 者 選 定 理 由 を示 す べ
き こ と を 基 本 協 定書 で 定 め る よ う に する こ と
が望ましい。制度所管課は、第三者使用におけ
る相手先業者の選定のルールを検討し、施設所
管課に周知し、遵守させるべきである。 
【対象施設：２、３、４、５、６、７、８、９】
【制度所管課】（意見 25）  

 第三者使用における相手先業者の選定につい
て協定書見直しの検討を行い、令和８年度の次回
指定管理者募集時を目途に方針を決定する予定
である。 

検討中 

 

（生涯学習課） 

85 
 
修繕について  施 設 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す 修 繕 に 該当 す る  施設に 重大な影響を及ぼす修繕の定義につい 検討中 



 

場合には事前の手続が必要とされるところ、ど
の よ う な 場 合 に 事前 の 手 続 が 必 要 と なる か が
不明確な対象施設があった。この点について明
確に判断できるよう、基本協定書等で適切に用
語を定義すべきである。 
【対象施設：１、２、３、４、５、６、８、９】 
（意見 26）  

て、他施設の事例等を踏まえながら協定書の見直
しの検討を行い、令和８年度の次回指定管理者募
集時を目途に方針を決定する予定である。 

 

（生涯学習課） 

90 
 

 牟岐少年自然の家の基本協定書では、１件 60
万 円 以 上 の 修 繕 は県 が 実 施 す べ き と なっ て い
るにもかかわらず、指定管理者が実施し、指定
管理料として支払っている。基本協定書に定め
られたとおりの運用を行うべきである。 
【対象施設：９】（指摘 10）  

 基本協定書別紙において「機能を維持するため
に行う修繕は規模にかかわらず、大規模修繕から
除き、管理運営業務に含めるものとする。」と定
めている。指定管理者が予定する修繕案件は、そ
のほとんどが「機能を維持するために行う修繕」
に該当しており、「１件 60 万円以上の修繕はす
べて県が実施する」といった運用はなじまないも
のと考える。一方で、当該施設の老朽化に伴う修
繕内容の多様化や増加により、基本協定書本文の
妥当性の低下も見られるため、令和９年度からの
次期指定管理期間においては、より適正な修繕の
あり方を基本協定書に反映させる。 

措置予定 
 

（生涯学習課） 

 

 

 


